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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  

 

１．会議日時 

  令和６年３月８日（金） 午前９時５８分 開会 

              午後５時    散会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 出口こうじ  委  員 藤 浦 雅 彦 

  委  員 弘   豊 委  員 西 谷 知 美  委  員 松 本 暁 彦 

   

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  教育総務部長 安田 信吾  次世代育成部長 大橋 徹之 

上下水道部長 末永 利彦  上下水道部次長兼下水道事業課長 樫本 宏充 

教育総務部副理事兼学校教育課長 河平 浩一  教育政策課長 松田 紀子   

教育支援課長 武田 進介  生涯学習課長 千葉 郁子 

子育て支援課長 飯野 祐介  家庭児童相談課長 古賀 順也 

こども教育課長 湯原 正治  出産育児課長 坂本 真輔 

経営企画課長 辻 稔秀  料金課長 森﨑 孝弘 

水道施設課長 井上 斉之  学校教育課参事 松本 拓三 

学校教育課参事 田中 大介  こども教育課参事 中川 資子   

下水道事業課参事 名古屋 幸祐 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 大西 健一  同局主査 松 木  愛 

 

１．案件（審査順） 

  議案第 １号 令和６年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第 ９号 令和５年度摂津市一般会計補正予算（第１０号）所管分 

  議案第 ２号 令和６年度摂津市水道事業会計予算 

  議案第 ３号 令和６年度摂津市下水道事業会計予算 

  議案第１０号 令和５年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号） 

  議案第１１号 令和５年度摂津市下水道事業会計補正予算（第２号） 
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（午前９時５８分 開会） 

○村上英明委員長 おはようございます。 

 ただいまから、文教上下水道常任委員会

を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、出口委員

を指名します。 

 それでは、昨日に引き続いて、議案第１

号所管分及び議案第９号所管分の審査を

行います。 

 質疑に入ります。 

○藤浦雅彦委員 １番目、子ども・子育て

支援事業、予算概要５６ページです。 

第２期摂津市子ども・子育て支援事業計

画が令和６年度で期限となる中で、新たに

こども基本法に基づいた（仮称）摂津市こ

ども計画を策定するということで、移行し

ていくことになると思います。代表質問で

もその中身についてありました。国による

ガイドラインを策定することになってい

るんですけども、まだ策定途中で４月頃に

できるという感じです。そういう中で先行

してこども未来戦略ができています。 

 そういうものを具現化していく計画に

なると思います。まず、計画の位置づけ、

概要について、改めて御答弁をお願いしま

す。 

 ２番目、児童発達支援事業、予算概要の

５６ページです。 

児童発達支援事業について本市の発達

障害、または疑いのある児童の把握をされ

ている数について、聞いておきます。 

 ３番目、子ども食堂補助運営事業、予算

概要５６ページです。 

こども家庭庁ができ、こどもの居場所づ

くりに関する指針を出しています。御存じ

だと思いますが、その中で孤独・孤立の問

題と深く関係しており、子供が生きていく

上で居場所が不可欠とあります。そうした

ことを踏まえ、今後の子ども食堂の在り方、

子供の居場所づくりについて、令和６年度

どのように取り組んでいかれるのか聞い

ておきます。 

 ４番目、こどもつながり訪問事業です。

昨日、随分詳しくいろいろ議論されていま

した。これは財源が半額補助になっていま

す。国か大阪府からの補助になっていると

思います。国の補助金として目的があると

思いますので、そのことについて御答弁い

ただきたい。 

 ５番目、保育所待機児童についてです。 

 令和５年度、４月時点での待機児童はど

うだったのかと本年度途中までもう進ん

でいますので、比べて担当者として、去年

並みになりそうなのか、いや随分改善でき

ますという話になるのか、教えていただき

たい。 

 ６番目、民間保育所等入所承諾事業、 

予算概要５８ページになります。 

病児保育事業の補助金が始められると

新たに、民間保育所で体調不良児対応型病

児保育事業をされるところに対して看護

師を置くための費用として約１，３５１万

円を補助されるということです。 

 今回、新たに手を挙げて導入していただ

ける園について教えていただきたい。また、

既に独自で病児保育を実施している園も

併せてお答えいただきたい。 

 ７番目、児童手当給付事業、予算概要６

０ページになります。 

児童手当給付は、国で方針を決めて市町

村で給付をすることになっています。国会

で、改正案を今、予算が通った後に出す予

定になっています。既に公表されています

ので、多分その分で予算は組まれていると

思うんです。これ途中から、予定では１０

月分支給から改正される予定になってい
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ると思います。実際に支給は１０月からに

なる。変更になる分について確認をさせて

いただきたい。 

 ８番目、児童扶養手当給付、これも同じ

ように、今の通常国会で改正案を提出され

れば改正されることになっています。衆議

院を通過していますから、恐らくこのとお

りいくんだろうと思います。これも改正の

中身について、確認をしたいので、御答弁

お願いします。 

 ９番目、予算概要６０ページ、学童保育

室管理運営事業です。 

学童保育室数は昨日おっしゃっていま

した。保育数の傾向、これ多くなっている

と思うんです。改めて令和６年度、令和５

年度、令和４年度とどのように推移してい

るか、御答弁をお願いします。 

 １０番目、新とりかいこども園建設工事、

予算概要６２ページになります。 

新とりかいこども園がいよいよ建設工

事に入るということです。以前、地域に説

明された図面とかも見せていただいたり

もしました。道路整備まで含めて令和８年

まで３年間に及ぶ工事になるということ

です。実施設計は終わっていますけれども、

実施設計の中身までは見せていただいて

いないです。これは入札が終わったら見せ

ていただけると思っています。昨日も中身

が分からんということが言われていまし

た。全くそのとおりでございまして、実施

設計、入札が終わったらぜひ見せていただ

きたい。委員長にお願いしておきます。そ

の上で、災害対策の面において備蓄倉庫を

兼ねますということでした。それ以外にも、

水害に対応して水につからないとこに保

管しますという話になっていたと思いま

す。地震の場合にもいろんな対応ができる

ように、工夫、仕掛けをしておいていただ

きたい。できることをしっかり考えて入れ

込んでおいていただきたい。せっかくこれ

からつくるのですから、いろんな面で地域

の人に安心を与える建物にしていってい

ただきたい。これは要望としておきます。 

 １１番目、子育て総合支援センター遊戯

室空調設備設置工事、予算概要６２ページ

に載っています。 

三宅地域の強い強い要望があって、学校

体育館にだけ空調がついていました。ここ

にはつかないのかという思いがありまし

た。今回、ようやくつくことになり、非常

に評価したいと思います。工程について、

聞いておきます。 

 １２番目、母子福祉会補助事業、予算概

要６２ページです。 

母子福祉会補助事業で１０万円だけ毎

年計上されています。現在どのような支援

をされているのか、御答弁お願いします。 

 １３番目、子育て世代包括支援事業、予

算概要７０ページになります。 

産後ケア業務委託料で、宿泊型産後ケア

の利用促進に向けて利用者負担額を改定

されるということです。昨日、値段も言わ

れていましたけれども、１，０８０万円と

いうことでございます。この分のどれぐら

いの利用見込みを予測しているのか聞い

ておきます。 

 また、低所得者妊婦に初回産科受診料の

実費負担額補助金を創設されます。昨日、

詳しくいろいろ説明いただきました。人数

も教えていただきました。これは以前から

申し上げており、非常に高く評価しておき

ます。 

 一歩一歩、子育て支援を前進していただ

いていることについては感謝をして、これ

からもしっかりと敏感に関係者の声に耳

を傾けながら進めていっていただきたい。 
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 １４番目、出産・子育て応援給付金事業、 

予算概要７０ページです。 

これは補正予算で始まって、現金給付か、

クーポンによる取組かということを随分

論争させていただきました。私は、ぜひと

もクーポン方式にしてほしいと言いまし

た。補正予算のときも賛成討論までして頭

から湯気が出るほど訴えたんですけども、

なかなか前に行かないようで、今年も現金

給付になるようです。 

 その当時、大阪府内の取組も併せて聞い

ています。６自治体はクーポン給付を検討

していると聞いているんです。そのときお

っしゃいました。２２自治体はフラットで

す。まだどちらでもないということだった

んです。その辺も併せて本市が現金給付を

決定した根拠、理由、環境について御答弁

いただきたい。 

 １５番目、安全対策事業、予算概要１０

８ページに載っています。 

日本郵便株式会社と連携をして見守り

活動をやっていくということです。バイク

の人にベストとかステッカーを貼っても

らう。目立つようにしてもらうとお話があ

りました。前は青色パトロールカーで公共

施設を回りながら、逓送便の配達もして、

一応安全対策をやっていただいていたん

です。それが変わったということからスタ

ートしています。２８万３，０００円の予

算がついていますが、このお金はベストと

ステッカーを新しくつくる費用なのか、そ

れとも単に見守ってもらうための委託料

になるのか聞いておきます。 

 次に、受付委託料についてです。有償ボ

ランティアでスタートしています。３時間

半か４時間で１，５００円と非常に安価過

ぎることが議論になっていました。 

 オートロックがついた学校については

時間を短くして、金額はそのままにしてい

るから単価は上がると記憶に残っている

んです。今回、オートロックの実施設計が

されます。この考え方は変わらず生きてい

るのか。まだ、多くの学校ではついていま

せん。ついていないところは以前のままの

受付委託料で進んでいることになるのか

確認しておきます。 

 １６番目、適応指導教室事業、予算概要

１１２ページです。 

 今回は、さわやかフレンドの活用を拡大

されるということで、９１万５，０００円

を上げられています。 

 その中身も昨日答弁がありました。令和

４年度は不登校の数は小学校９５人、中学

校１３６人と聞いています。令和６年２月

時点での不登校数について教えていただ

きたい。 

 １７番目、国際理解教育推進事業、予算

概要１１４ページです。 

地域の外国人との交流プログラムを実

施して、児童の多文化共生への理解を促進

されるということです。教育委員会から朝

日新聞に載りますという連絡をいただき

ました。私はちょっと見逃しましたけれど

も、ＮＰＯ法人ＪＡＥのフェイスブックを

見るとありました。それによると鳥飼北小

学校には、４人ベトナム籍の子供がおると

書いていました。６年生が昨年１１月から

地元のベトナム料理店でメニューをそれ

ぞれ考案して、採用してもらうというプロ

グラムやったと書いています。 

 ＮＰＯ法人ＪＡＥのホームページを見

ますとスポーツを中心に活動されている

法人と紹介されていました。摂津市の教育

委員会と付き合うようになった経過、どこ

で巡り会ってこういうことに至っていっ

たのか。令和５年度の事業ですけども、令
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和６年度も同じような取組をされると聞

いているので、お答えをお願いします。 

 １８番目、学校読書活動推進事業、予算

概要１１４ページにあります。 

この中で読書ノートを作成して、小学校、

中学校の生徒に配布をすると書いていま

す。この配布の方法、活用について説明を

お願いします。 

 １９番目、キャリア教育推進事業、予算

概要１１４ページになります。 

地域の事業所と連携をしてキャリア教

育に係る学習プログラムを推進している

ということでございます。最初は職業訓練

のように各事業所に職業体験に行ってい

たのが、コロナでいろんなことがあって、

キャリア教育そのものの方向が変わって

きた。今は、プログラムをつくったり、メ

ニューを考えたりという方向に変わって

きたんだとおっしゃっていました。そうい

うキャリア教育の変化も併せて教えてい

ただきたい。私にも分かるように。 

 ２０番目、学力向上推進事業、予算概要

１１６ページに載っています。 

今回、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾に英語を追加

されるということを高く評価しておきま

す。 

 決算審査に係る委員会のときに、私は、

英語のことについてちょっと言いました。

英語検定の補助をやめられた理由につい

て聞いたら、生徒たちにアンケートをした

ら英語そのものに興味がないことが分か

ったことも挙げられていました。そんなん

があるんやったら摂津ＳＵＮＳＵＮ塾で

英語を入れたらどうですかと言った記憶

があります。早速入れていただき、大いに

英語力が上がっていくことを期待したい

と思います。次の次の次の学力調査では、

英語がガーンと上がって、全国平均を突き

抜けるような結果になることを夢見なが

ら頑張ってください。 

 認知機能の強化に向け、小学校１校のオ

ンラインでコグトレをされています。 

 このコグトレに、どうやって出会われた

のか聞いておきます。 

 モデル校で実施をするということは当

然、全学校へ展開を考えられていると思い

ます。まず、モデル校で求められる、期待

されている成果についてお答えいただき

たい。 

 ２１番目、いじめ問題防止対策推進事業、

予算概要１１６ページに載っています。   

令和４年度は６５５件と載っていまし

た。令和６年度、いじめを未然に防ぐこと

は大事だと思います。未然に防ぐための取

組といじめの認知件数を令和５年度の直

近の数字でどれぐらい認知されているか

について、１回目お願いします。 

 ２２番目、学校マネジメント支援事業、

予算概要１１６ページに載っています。 

この中で学習サポーターの活用を拡大

されるということです。 

 実際に学習サポーターはどんなお仕事

をされ、どういう効果を期待されているか

について説明いただきたい。 

 それから、学校運営協議会委員会報酬が

載っています。これはコミュニティスクー

ル移行のための評議員報酬になると思う

んです。第三中学校をまずモデル校として

スタートしております。第三中学校のモデ

ル事業について、一度御報告をお願いした

い。モデル校が少し増やされるようなこと

もうわさで聞いています。そのことについ

ても併せてお願いします。 

 ２３番目、教員配置です。 

 昨日の議論の中で、必要教員が、現時点

でまだ９名欠員があるとおっしゃってい
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ました。これ大変なことやと思っています。

探していますという話でしたけども、９名

欠員になると現場でどういう影響が出て

くるのか聞いておきます。 

 ２４番目、小学校施設改修事業、予算概

要１２０ページです。 

小学校体育館のエアコンの設置が大き

な取組になると思います。それ以外にも改

修工事が含まれています。整理をして一度

御答弁いただき、議事録として残していた

だきたい。 

 ２５番目、小学校給食事業、予算概要１

２２ページに載っています。 

 賄材料費の２億２，６８３万円について

は令和６年度の物価高騰分を含んでの金

額になっているのかについて、お答えをお

願いします。 

 ２６番目、制服等の販売についてです。 

 ２月２６日のある新聞記事になります

けど、公正取引委員会がセーラー服の実態

を全国の公立中学校・高校に行った調査結

果が載っています。 

 公立中学校１，２００校、全国抽出で大

体１３％ぐらいになるそうです。高校では

７５０校、これは大体２１％ぐらいになる

そうです。公正取引委員会が調査を行い、

その結果、セーラー服の値段に６万円ぐら

いの差があることが載っていました。これ

は大変なことだということで質問します。 

 まず、本市の各中学校の制服などの販売

先について選択肢があるのかないのか、ど

のようになっているのか実態把握をされ

ている状況についてお答えいただきたい。 

 ２７番目、摂津市史編さん事業、予算概

要１２６ページです。 

令和６年度でどのような取組をされる

のかについてお答えいただきたい。 

 ２８番目、放課後子ども教室推進事業、

予算概要１３０ページです。 

令和６年度の取組についてお答えいた

だきたい。 

 ２９番目、地域学校連携活動支援事業、

予算概要１３０ページに載っています。 

令和６年度の取組についてお願します。 

 ３０番目、防災教育についてです。 

 令和６年度の本市の防災教育について

の概略についてまずお答えください。 

 それから３１番目、学習指導要領見直し

についてです。 

 ２０２７年の学習指導要領の改訂に向

けた議論が今年の秋にスタートする中、ち

らちらと文部科学省が情報を出してくる

んです。それを素早く新聞が拾い上げてメ

ディアに発表する。こういう流れが続いて

いきます。今、小学校の授業時間を見直す

というのが載っています。結構、大々的に

載せていました。学校の裁量時間を確保す

ることを検討テーマの一つとする方針を

打ち出したということです。新聞には横浜

市立の７小学校で１時間を４０分にして

いる例を記載されていました。かつて、学

習指導要領では小学校は４５分、中学校は

５０分と明記がされていました。１９９８

年の学習指導要領の改訂で、各学校で創意

工夫をして教育活動に取り組めるように、

授業時間の弾力化を図るため記載がなく

なったということです。 

 このことを取り組んでいる摂津市内の

学校もあるように思います。例えば時間を

半分に割って２０分授業をつくったり、い

ろいろ弾力でやっている例があるように

思います。まずその実態について御報告を

お願いします。 

 以上です。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 飯野課長。 
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○飯野子育て支援課長 まず、１番目、（仮

称）摂津市こども計画の位置づけでござい

ますが、概略について御答弁申し上げます。 

 （仮称）摂津市こども計画につきまして

は、こども基本法に基づくこども計画とは

異なるものでございます。 

 （仮称）摂津市こども計画につきまして

は、子ども・子育て支援法に基づく子ども・

子育て支援事業計画、母子及び父子並びに

寡婦福祉法に基づくひとり親家庭自立促

進計画、子どもの貧困対策の推進に関する

法律に基づく子どもの貧困対策計画、健康

増進法に基づく母子保健計画、これらの計

画を一体化した総合計画とすることを考

えております。 

 ２番目の児童発達支援に関する御質問

でございます。 

 本市の発達支援または発達支援の疑い

のある児童数ということでございますが、

発達支援につきましては身体障害でござ

いますとか知的障害のように手帳を発行

したり登録したりするようなものでござ

いませんので、現在、正確な数については

把握はできておりません。 

 障害児のサービスであります通所支援

につきまして、利用人数についてお答えさ

せていただきますと、児童発達支援につき

ましては、令和４年度、月平均で１８４人。

また、就学児を対象とした放課後等デイサ

ービスにつきましては、令和４年度、月平

均で３７２人の児童が御利用されている

状況でございます。 

 ただ、この数字につきましては、身体障

害でありますとか知的障害をお持ちのお

子さんも含まれておりますし、また、逆に

発達障害をお持ちの方でこういったサー

ビスをご利用されていないお子さんもい

らっしゃいます。直接的に正確な数字とい

うわけではございませんので御了承いた

だきますようお願いいたします。 

 続きまして、３番目、子ども食堂に関す

る御質問でございます。 

 先ほど委員から御紹介いただきました

こどもの居場所づくりに関する指針にお

きましては、市町村の責務、役割といたし

まして、量・質両面から子供の居場所づく

りを計画的に推進するとされております。

これらのことにつきましては、（仮称）摂

津市こども計画を策定する中でも検討し

てまいりたいと考えております。 

 また、子供の居場所につきましては、多

様性が必要であると考えております。 

 今後、高学年保育の拡大でございますと

か第２児童センターの建設などに取り組

んでまいりますけれども、子ども食堂につ

きましても居場所の一つとして、利用者の

拡大を図るとともに各小学校区２施設の

目標に向けて、さらに広報・周知に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 古賀課長。 

○古賀家庭児童相談課長 そうしました

ら４番目のこどもつながり訪問事業にか

かります国の補助目的についてお答えい

たします。 

 こどもつながり訪問事業の財源につき

ましては、国の児童虐待防止対策等総合支

援事業補助金のうち、支援対象児童等見守

り強化事業補助金を活用する予定であり

まして、この補助金の目的といたしまして

は、児童虐待のリスクの高まりを踏まえ、

子育て世帯が孤立しないように支援する

とともに、支援ニーズの高い子供等を見守

り、必要な支援につなげることができる体

制の強化を推進することが目的となって

おります。 
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 来年度から取り組むこどもつながり訪

問事業の趣旨に合致したものと考えてお

ります。 

○村上英明委員長 湯原課長。 

○湯原こども教育課長 それでは、５番目

の保育所等の待機児童にかかります御質

問に御答弁申し上げます。 

 まず、令和５年４月１日時点における国

の定義による待機児童は２９人となって

おります。 

 令和５年４月１日時点でこれは参考ま

での数字となるんですけども、希望する保

育施設に入所することができていない方

の人数というのは、２８２人いらっしゃい

ました。 

 令和６年４月の入所申請の状況はこれ

まで１次選考、２次選考とさせていただき

まして、それぞれ決定させていただいてお

りますけども、現時点で希望する保育施設

に入所することができていない方という

のは、２３８人いらっしゃいます。 

 今後、さらに最終調整を行っていくこと

となりますが、最終的に希望する保育施設

に入所することができていない方につき

まして、国が定める待機児童の定義に基づ

き、個別の状況を確認しながら待機児童と

なるか否かを判断していくこととなるた

め、現時点ではニュアンス的な部分につい

ても申し上げることは難しいものと考え

ております。 

 ６番目、病児保育事業に関する御質問で

ございます。 

 まず、病児保育事業は、三つの種類がご

ざいまして、病児対応型、病後児対応型、

体調不良児対応型でございます。 

 既に実施している施設でございますけ

ども、病児対応型としましては、せっつあ

そびまち遊育園併設の遊育園こどもクリ

ニック、病後児対応型としましては、摂津

ひかり保育園、体調不良児対応型としまし

ては、民間では、摂津ポッポせんりおか保

育園、これらの施設で実施をしていただい

ております。 

 令和６年度に新たに実施する施設は、体

調不良児対応型の実施予定でございまし

て、実施場所としまして一津屋愛育園、正

雀愛育園、わかば保育園で実施予定となっ

ております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 飯野課長。 

○飯野子育て支援課長 ７番目の児童手

当の制度改正内容について、御答弁申し上

げます。 

 令和６年度に予定されております児童

手当の改正につきましては、大きく３点ご

ざいます。 

 まず、１点目が所得制限の撤廃。２点目

が支給対象期間を高校生年代まで延長し

月額１万円を支給。３点目が第３子以降月

額３万円への増額でございます。 

 また、支給回数につきましても、現在４

か月に１回の年３回でございますが、２か

月に１回の年６回に増加いたします。 

 これらの改正につきましては、令和６年

１０月分からが対象となり、改正分の第１

回目の支給は１２月になってまいります。 

 改正に伴いましてシステムの改修でご

ざいますとか支給回数が増えたことに伴

う事務量についても増加することになり

ますが、支給誤りのないようしっかりと取

り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、８番目、児童扶養手当の同

じく改正内容でございます。 

 令和６年度に予定されております児童

扶養手当の改正内容につきましては、所得

制限の限度額を引き上げるほか、第３子以
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降の加算額が第２子の加算額と同額に増

額されます。 

 具体的には全部支給を例にとりますと、

所得制限限度額は二人世帯で１６０万円

から１９０万円に引き上げられ、加算額は

第３子以降一人当たり６，２５０円の月額

が１万４２０円に引き上げられます。 

 これらの改正は、令和６年１１月分から

が対象となりまして、該当分につきまして

は、令和７年１月から支給されます。 

 ９番目の学童保育に関する御質問でご

ざいます。 

 学童保育室の利用児童の数の推移でご

ざいますけれども、令和４年度当初が１，

０３４人、令和５年度当初が１，０４４人

でこの１年間につきましては１０人、０．

６％の増加でございました。 

 令和６年度はまだ確定した数字ではご

ざいませんが、１年生から３年生のみの集

計、比較のために１年生から３年生のみの

集計としますが、今のところ１，１００人

を超えることが見込まれておりまして、入

室率につきましても初めて５０％を超え

ることが見込まれておる状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 湯原課長。 

○湯原こども教育課長 １１番目の子育

て総合支援センター遊戯室空調設備工事

に関しまして、御答弁申し上げます。 

 子育て総合支援センター遊戯室につき

ましては、子育て総合支援センターの児童、

また市民の方にも御活用いただいており

ます。 

 また、災害時には避難所として利用をす

ることとなっております。 

 空調設備を設置することによって利用

者の環境の改善を図るものとなります。 

 工程につきましては、現時点では詳細は

決まっておりませんでして、予算可決後、

令和６年度に入りまして速やかに入札手

続に入りまして、５月に入札を行いたいと

考えております。 

 子育て総合支援センター遊戯室につき

ましては学校施設５校と一体的に進めて

いくこととしておりまして、工程について

はまた教育政策課と調整を行いながら、今

後決定してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 飯野課長。 

○飯野子育て支援課長 １２番目の母子

福祉会補助事業でございます。 

 摂津市母子福祉会につきましては、会員

の親睦と激励を図り生活の安定と子女の

健やかな育成に努めることを目的とされ

ておりますが、その目的に見合った事業を

するための補助金として１０万円を予算

計上しております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 １３番目の産後ケ

アに関するお問いに関しまして、御答弁申

し上げます。 

 産後ケアの宿泊型の予算といたしまし

ては、例年分の４２０万円と令和６年度か

らの拡充分１，０８０万円、合わせまして

１，５００万円を予算計上しているところ

でございます、利用見込みについてでござ

いますけれども、８０名の方が利用すると

して予算を計上しております。 

 ８０名の根拠といたしましては、産後１

か月までに実施いたしております産婦健

診の中で産後鬱と判断される方の数が、令

和４年度は約８０名いらっしゃいました

ので、８０名としておるところでございま

す。つまりこの８０名の方全てが利用され
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ると想定をしております。 

 続きまして、１４番目の出産・子育て応

援給付金事業の令和６年度の現金給付に

至った根拠についてでございます。まず、

令和５年度、現金給付以外の給付の可能性

を探るために近隣他市への共同実施の働

きかけであったり、大阪府に対してプラッ

トフォーム構築の要望を行ったところで

ございます。また、複数の事業者からクー

ポン給付に関する事業提案を受けまして、

見積りを徴したところでございます。 

 しかし、令和５年１１月に国における子

ども・子育て支援等分科会での議論の結果、

令和７年度からの給付金及び伴走型相談

支援の制度化・法定化についてアナウンス

があったところでございます。 

 そのアナウンスの中で、令和７年度以降

の給付金の支給方法が現金その他確実な

支払いの方法として、内閣府令に定めるも

のにより支給すると規定されることとな

る予定とされておりまして、これまでの原

則クーポンで現金給付もやむを得ないと

いう方針からはちょっとニュアンスが変

わってきたところでございます。 

 本市といたしましても、近隣他市ととも

に国・大阪府の動きを注視したいという考

えから、令和６年度においても引き続き現

金給付をするという判断に至ったところ

でございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 １５番目の御質問

にお答えさせていただきます。 

 安全対策事業について、２点御質問をい

ただきました。 

 １点目の教育施設への逓送便の委託料

に見守りの委託料が含まれているのかと

いうお問いでございました。 

 こちらにつきましては、学校等への郵送

料のみとなっておりまして、見守りにつき

ましては、市との包括連携協定の中で無償

で見ていただくこととなっております。 

 ２点目につきましては、受付員とオート

ロック化との関係についてでございます。 

 そもそも受付員につきましては、その発

足の背景といたしまして、池田市のかつて

の襲撃事件がございました。 

 その折には、例えば地域の方などが学校

の門の前にいてくださることで、不審者等

が入りにくい状況にするという目的で地

域の有償ボランティア的な位置づけでス

タートしており、安価な設定となってござ

います。 

 ただし、制度が始まりまして時間がたっ

ており、先ほど１，５００円というお話も

いただいておりましたが、そこを昨年、改

定をということで予算の折にも説明させ

ていただきまして、本年度より２，０００

円に変更はさせていただいております。 

 そのときの説明としては先ほどおっし

ゃっていただきましたいずれはオートロ

ック化をして時間を短縮する代わりに予

算額は変わらずという説明ではございま

したが、現在はまだ時間の短縮をしており

ませんので、結果として今は金額だけ上が

ったような状況になってはおります。 

 一方、オートロック化についてでござい

ますが、近年また報道等でもございました

が、学校へ不審者が侵入した事案が幾つか

ございました。地域の人に、というような

流れでこれまできたんですけれども、今の

状況としてはやはり鍵をかけることが求

められているような状況でございます。 

 国の方針といたしましても、オートロッ

ク化を進めるために、令和５年、令和６年、

令和７年の３か年、このオートロック化工
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事事業費の２分の１補助を実施すること

となってございます。 

 本市のオートロック化の状況としては、

中学校は全校オートロック化が完了して

おりますが、小学校については未実施でご

ざいます。この３か年の補助金をいただけ

る期間に、オートロック化は進めていきた

いと考えております。 

 まずは、本年度にモデル校といたしまし

て、昨年度予算要求させていただきました

味生小学校のオートロック化工事を現在

実施しているところでございます。 

 令和６年度につきましては、現在工事中

の千里丘小学校とモデル校の味生小学校

を除く小学校の通用門と以前より学校か

ら設置の要望が上がってございました第

二中学校、第四中学校の裏門について、工

事のための実施設計をさせていただく予

定となっております。 

 受付員の制度につきましては、オートロ

ック化が終了した時点で登下校の２時間

のみ受付員を配置し、それ以外の間は門を

閉めた状態にして、インターホンを押して

いただいて、どなたなのか分かった上で錠

を開ける、中学校と同じような状況を目指

していく方向でございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 １６番目の御質問、

現時点での不登校の生徒数についてお答

えいたします。 

 不登校の児童・生徒数は、学期に１回報

告を受けておりまして、最新の数値という

のが令和５年１２月末現在の数値になり

ます。 

 ３０日以上欠席の不登校者数は、小学校

が５７名、中学校が１０８名、と報告を受

けております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 １７番目の御

質問で国際理解教育に関わって、ＮＰＯ法

人ＪＡＥとどのように出会ってどのよう

に組むようになったか、その経緯について

御答弁申し上げます。 

 今回この取組で連携をしようと考えて

おりますＮＰＯ法人のＪＡＥについてな

んですが、こちらは大阪府内で企業等と連

携したキャリア教育を推進するＮＰＯ法

人になっています。 

 これまで大阪府教育委員会とも連携を

いたしまして、府全体のキャリア教育の推

進計画を作成したり、また、教職員の研修

などに携わってきた団体と認識しており

ます。 

 どのような経緯かと申しますと、これま

で今回と同じような取組を貝塚市の中学

校等で実施をされており、その学校や教育

委員会との話の中で、摂津市の国際理解教

育の取組であったり教職員団体の摂津市

外国人教育推進協議会の取組がとてもよ

いという話を受けられて、令和５年２月に

本市のほうに来られたと聞いています。 

 教育委員会としましては、キャリア教育

に力を入れていることもあり、また、外国

にルーツのある子供たちが増えてきてい

る現状を踏まえて、国際理解多文化共生の

必要性が高まってきたということから、令

和５年度は摂津市外国人教育推進協議会

とも連携し、外国にルーツの多い子が多い

鳥飼北小学校の６年生でこの事業を取り

組むこととしました。 

 このプログラムでは相手を思ってメニ

ューを考えたり、それが実際に実現されて

提供されることなどを通し、またそれを食

べたお客様から様々な意見をもらうこと
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で、子供たちにとって多文化理解とともに

子供たちの学びとか頑張り、それが社会に

つながっているということを実感できた

ものとなり、大変よい取組であったと思っ

てます。 

 そのこともありまして、このたび、次年

度小学校２校で広げていきたいと考え、予

算化をさせていただいたところです。 

 以上です。 

○村上英明委員長 松本参事。 

○松本学校教育課参事 １８番目の読書

ノートの配布方法及び活用方法について

の御質問にお答えいたします。 

 まず、読書ノートにつきましては、教育

委員会で業者に依頼し、作成したものを年

度末に次年度用として各小学校に配布し

ております。 

 そして、活用方法といたしましては、小

学校の時間割の中にございます図書の時

間で読書をした後に児童が自ら記入した

り、または休み時間に本が好きな子は記入

したりして活用しております。 

 さらに、読書サポーターによってはその

１冊全部記入し終わった子にもう１冊貸

し出せるスペシャルカードを企画してい

たり、あと、しおりをプレゼントしたりと

いう企画をしている例もございます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 １９番目のキ

ャリア教育の変化の内容とまたそのプロ

グラムの内容について、併せて御答弁申し

上げます。 

 まずもって、子供たちがこの変化の激し

い社会を生き抜くためには、子供たちに生

き抜く力、それをつけていくことが大事で

あると捉えてます。 

 しかしながら、これまでキャリア教育と

いうものは、キャリア教育イコール職業教

育というような感じで捉えられておりま

して、このことについては学校現場で研修

等を行って、キャリア教育は生き抜く力、

非認知能力を育んで自分らしい生き方を

実現していくための教育であるという認

識に変わってきております。 

 その中で、小学校段階ではやはり子供た

ち自身が地域の中で自分たちが生きてる

んだというようなことを実感して学びを

進めていくこと、これが重要であると考え

ております。その中で具体的なプログラム

としましては、例えば地域の事業所等で働

く方々に身近な大人のロールモデルとし

て、なぜその仕事をすることになったのか。

仕事のやりがいであったり、どのような思

いで仕事をしているのかというようなこ

とを出前授業の形でお話をしていただい

たり、例えば地域の商店街を盛り上げるた

めにはどうしたらよいかというような課

題を子供たちに投げかけて、子供たちが商

店街で働く人々から御意見とか思いを聴

いて課題解決について取り組んでいくと

いうようなことが考えられます。 

 このようなことが円滑にできるように

こういうプログラムをやっていきたいと

思っております。 

 続きまして、学力向上推進事業について、

コグトレとの出会いとモデル校での成果

について御答弁申し上げます。 

 コグトレというものは、既に各学校で以

前より紙媒体で実施されておりました。し

かしながら、紙媒体で行っていくためには

印刷であったり、子供たちに配布して、そ

れを回収して丸つけをしてまた返すとい

うようなことで、とても時間がかかり先生

方に負担がかかると声が上がっておりま

した。その中で、いろいろ情報提供があり、
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オンライン教材の紹介がございました。 

 教材の成果については、学力向上のため

には例えば漢字とか計算など基礎の学力

となるようなものが必要であると思いま

すけども、子供たちの中には、まずもって

集中して学習を進めていくというのが苦

手な子供たちがいます。 

 この教材は、タブレット端末で、少し学

習とは違う形で取り組むことができます。

また、短時間で行うことができ、記憶力と

か集中力などの認知機能が強化され、その

ことによって学力向上の期待ができるも

のだと捉えております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 松本参事。 

○松本学校教育課参事 ２１番目のいじ

めについての御質問にお答えいたします。 

 まず、直近のいじめの認知件数でござい

ます。 

 令和６年１月末の認知件数は、小・中学

校合わせて８３３件の認知の報告がござ

いました。 

 そして、いじめの未然防止の取組につい

てでございます。 

 いじめはあってはならないことでござ

います。しかしながら、どの子にも、どの

学校にも起こり得るというスタンスで、ま

ずは教員がいじめは絶対に許さないとい

う毅然とした態度で臨んでいるところで

ございます。 

 そして、子供が主役の学校づくりを全校

で進めていく中で、どんな学校にしたいの

か、そういったことを子供同士が話し合い、

話し合う中で子供たち自身がそれはいい

ことだ、それはいけないことだというその

判断を自らができるように自己指導能力

という言葉で説明はしておるのですが、自

己指導能力を高める取組をそうした話合

い活動の中で取り組んでいるところでご

ざいます。 

 また、自分自身の感情をコントロールす

るために、スクールカウンセラーによるア

ンガーマネジメントの授業等の心理教育

も未然防止の取組として行っております。 

 続きまして、２２番目、学習サポーター

についての御質問にお答えいたします。 

 こちらの学習サポーターの職務といた

しましては、まず実際の授業の中に入り込

んで子供たちの学習支援をするという仕

事です。 

 さらに、授業以外の休み時間や放課後に

おける子供たちの学習支援という職務内

容になっております。 

 そして、期待しております効果といたし

ましては、例えば授業の中で子供が聞き漏

らしたり、書き漏らしたりした際に、すぐ

そばについて、補助をすることで子供たち

の授業への参加を促すというような効果

を期待しております。 

 そして、学習における悩みを解消すると

いうような効果も期待しております。 

 さらに、コミュニティスクールについて

の御質問にお答えいたします。 

 第三中学校で令和４年１０月から取り

組んでおります。第三中学校から報告を受

けている中で、まず、成果といたしまして

は、学校経営計画を学校運営協議会の委員

の皆さんに承認をしていただくというの

が立てつけとしてございます。学校側も集

まった委員、地域の方も非常に責任感と緊

張感を持って学校の経営の計画について

熟議をすることができたという報告があ

ります。 

 そのことから学校の計画一つ一つに重

みが出てきていると報告を受けておりま

す。 



- 14 - 

 

 そして、学校の教職員につきましては、

地域の方との連携の必要性の自覚が非常

に芽生え、高くなってきているという報告

がございます。 

 一方で、課題として報告を受けておりま

すのが、保護者の皆様や委員の皆様以外の

地域の方々にそうした取組の活動の周知、

御案内をもっともっとしなければという

課題意識の報告もございます。 

 そして、学校と地域をつなぐコーディネ

ーターをどうするかという課題も報告が

上がってきております。 

 令和６年度、モデル校をさらに拡充して

いくというお話についてですけれども、第

三中学校に加えてさらに３校増やして、合

計４校で令和６年度は取り組んでいきた

いと思っております。 

 具体的に想定しておりますのは学校か

らの希望調査に基づきまして、味生小学校、

別府小学校、第二中学校で新しく取り組ん

でまいりたいと考えております。 

○村上英明委員長 田中参事。 

○田中学校教育課参事 ２３番目の教員

の配置についての御質問に御答弁申し上

げます。 

 まず、昨日、答弁申し上げました９人と

いう数字でございますが、令和５年４月１

０日始業式時点での数字でございます。 

 もし、来年度、令和６年４月が欠員とい

うような状況になればどうなるかと申し

上げますと、学級担任がおらずにスタート

するといったことがないような形で、また、

そのほか様々な業務等をほかの教員が受

け持ち、教員同士で連携しながら進めてま

いるということになります。 

 とはいうものの、人がいなくても学校の

業務量というものは変わりません。影響と

しましては、教員一人当たりの業務量が増

加し、教員が子供たちと向き合う時間が少

なくなり、教員がゆとりを持って子供たち

と接することができず、きめ細やかな対応

が不十分となるようなおそれがございま

す。 

 また、各学校の特色ある取組の推進が弱

まる可能性がございます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 ２４番目の小・中学

校体育館のエアコン設置状況について御

答弁申し上げます。 

 この事業、工事設置といたしましては、

令和４年度に始まりまして、まずは第三中

学校、鳥飼北小学校、小・中１校ずつ安威

川以南・安威川以北に１校ずつの設置から

スタートしております。 

 本年度に入りまして第四中学校、味舌小

学校、鳥飼小学校の設置に取り組んでおり、

これをもって五つの中学校区に１校ずつ

の設置が完了することとなっております。 

 来年度につきましては、小学校について

は、味生小学校、三宅柳田小学校、中学校

につきましては、第一中学校、第二中学校、

第五中学校に設置をする予定でございま

す。この段階で各中学校区に２校ずつの設

置となる予定でございます。 

 残りました千里丘小学校を除く４校、摂

津小学校、別府小学校、鳥飼西小学校、鳥

飼東小学校につきましては、令和７年度に

設置を予定しておりまして、これをもって

完了の予定でございます。 

 続きまして、２５番目の小学校給食事業、

賄材料費につきましては、こちらは物価高

騰分を含んだ要求額となっております。 

○村上英明委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 ２６番目の制

服に関わって、販売の取引先について選択



- 15 - 

 

肢などがあるかについての御質問に御答

弁申し上げます。 

 各学校の制服の選定については、各学校

で行っておりまして、若干違いはございま

すが、聞くところによりますと３社程度の

業者の選択肢があると聞いております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、２７番目

の摂津市史編さん事業について、令和６年

度の取組についてお答えさせていただき

ます。 

 令和６年度の市史編さん事業の取組と

いたしましては、第１巻、第２巻に続く第

３巻として、新修摂津市史現代・民俗編の

刊行を予定しております。 

 第３巻では、戦後以降の歴史や年中行事、

祭礼、衣食住、信仰及び地域で語り継がれ

てきた伝承などを中心に記載しておりま

す。 

 第１巻、第２巻の刊行時も開催いたしま

したが、また第３巻の刊行を記念し、執筆

に関わった先生方を講師に迎えまして、刊

行記念講演会を開催する予定でございま

す。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 飯野課長。 

○飯野子育て支援課長 ２８番目の放課

後子ども教室の令和６年度の取組でござ

います。 

 放課後子ども教室、いわゆるわくわく広

場でございます。こちらにつきましては、

長期休業中を除く５月から２月の毎週水

曜日の放課後に各小学校の体育館等を使

用いたしまして、指導員が見守る中で児童

が自主的に遊んだり、スポーツをしたり、

折り紙とか塗り絵、宿題といった活動を行

っております。 

 令和６年度につきましても、小学校ごと

にこれらの様々な活動を実施してまいる

ことになりますけれども、指導員のリーダ

ー会議といった場で各小学校の情報交換

を行いまして、それらの情報を共有するこ

とで各小学校の活動の充実を図ってまい

りたいと考えております。 

 ２９番目の地域学校連携活動支援事業

の令和６年度の取組でございます。 

 地域学校連携活動支援事業、こちら地域

教育協議会、すこやかネットが中心となっ

て活動していただいております。 

 令和６年度の活動につきましては、各中

学校区の協議会の総会において決定いた

しますので、現時点で具体的な内容という

のは決まっておりませんが、これまではク

リーン作戦でございますとか、中学生の職

業体験、セーフティパトロール、餅つき大

会、凧揚げ大会等々の活動を行っていただ

いております。 

 こちらも実行委員会の場で情報交換を

行いながら、活動の充実を図ってまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 ３０番目の令

和６年度の本市の防災教育についての御

質問に御答弁申し上げます。 

 防災教育につきましては、学習指導要領

の改訂もございまして国語や理科、社会、

保健体育などの教科書にも掲載されるよ

うになってきております。 

 発達段階に応じ、様々な教科の中で取り

扱われるようになっております。 

 本市では、避難訓練や事前・事後の学習

の中で自分の命は自分で守る、命を守る行

動を身に付ける大切さを学ぶことなどを

通して防災教育に取り組んでいるところ
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です。 

 以上です。 

○村上英明委員長 松本参事。 

○松本学校教育課参事 ３１番目の学習

指導要領にかかる授業時間の本市の実態

についての御質問にお答えいたします。 

 平成２９年３月告示の現行の学習指導

要領におきましては、学校教育法施行規則

に基づきまして、小学校においては１単位

時間を４５分そして中学校は１単位時間

５０分と明記されているところでござい

ます。 

 本市の小・中学校におきましては、現行

学習指導要領に基づきまして、小学校では

４５分、中学校５０分の授業を行っている

ところでございます。 

 一方で、弾力的な扱いといたしまして、

例えば内容の連続性ですとか、時間の適切

な管理ができる場合において、１５分とい

う単位を３日間行った場合、それを総合し

て４５分で１コマと扱うことができると

いうモジュール授業というものに取り組

んでいる学校もございます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 １番目、子ども・子育て

支援事業の新しい（仮称）摂津市こども計

画です。 

子ども・子育て支援事業に基づく会議の

第３弾とおっしゃっていました。こども家

庭庁の言っている国のガイドラインでつ

くってくださいと言っているこども計画

については、どのように扱っていくのか聞

いておきます。 

 その上で、ヤングケアラーに対する支援

の拡充、こういったことも新しい言葉とし

て出てきていると思います。これはこども

家庭庁としても支援に、拡充に乗り出すと

いうことを発表しています。計画の中に何

か盛り込んでいくことになるのか。 

一方、具体的にヤングケアラーについて

はこども家庭庁は進路や就職相談、交流事

業などに取り組む自治体には補助を上乗

せすることを出していました。２０２４年

度からになりますけども、何かそういうこ

とに対する反応を考えておられるのか、お

聞かせください。 

 それから、令和５年度、大阪府が子ども

の生活に関する実態調査をやっています。

これは大阪府全体抽出で、摂津市も今回は

入れてもらって一緒にやることになって

いると思います。これが来年度に報告がま

とまってくると思います。この中には貧困

調査とかも入っており、私も非常に注目、

期待をしています。この中ではヤングケア

ラーなんかも調べることになっていまし

たから当然、計画の中には盛り込んでいく

ことになると思います。そういう考え方に

ついてどうなのか。 

 それから、前の摂津市子ども・子育て支

援事業計画、この中で再三苦情を言ってき

たのは、貧困に対する計画が、盛り込んで

いるというがどこに盛り込んであるのか

ということです。 

 調べていくとその章は１４行ぐらいぱ

っと書いて終わりです。あとは散りばめて

いますということです。どこに散りばめて

あると思いますか。意識も何か散りばめて

しまって、検証しましょうとなってもなか

なかしづらいことを指摘してきました。 

 堺市は、章立てを別にしてわざわざ再掲、

もう一回その部分だけ掲載をして、子供の

貧困だけ取り上げ、ちゃんと検証がしやす

いようにされている。これは本会議で言っ

ていますから、一遍また見ていただきたい。

こういう部分は改善をすることになるの
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かどうか。ぜひ、つくり変えるのであれば

その部分、貧困計画の部分だけを章立てに

して、検証しやすいようにしていただきた

い。答弁をお願いします。 

 ２番目、児童発達支援事業についてです。

なかなか全体を把握できてないというこ

とです。どれぐらい本市でいらっしゃるか

を把握していくことは大事なことだと思

います。政策を考えていく上でも今後、ぜ

ひとも把握できる方法を考えていただき

たい。 

 その上で、文部科学省の調査があり、全

国の小・中学生の学習面で困難を示すとさ

れる発達障害の疑いのある児童・生徒の割

合が、調査で８．８％ということです。高

校生を対象に調べると２．２％と随分少な

くなる。障害はだんだん年とともに変わっ

ていくものではないので、障害は一生続く

と考えると減ったのではなく埋もれてい

っていると指摘されていました。 

 障害として今、主流と言われているのは、

発達障害で生まれつき脳の情報処理の仕

方が多数派と違う少数派として、対人コミ

ュニケーションが苦手な自閉症スペクト

ラム症（ＡＳＤ）、落ち着きがなく注意が

持続しにくい注意欠如・多動症（ＡＤＨＤ）、

書き込みなど特定の学習が難しい学習障

害（ＬＤ）、この三つが大体中心になると

いうことです。小学１年生の割合で１２％

いる。これが高校生になると、２．２％に

なる。これはどんどん埋もれていくことを

意味していると指摘されています。 

 そういう意味では、年齢とともに埋もれ

て支援が受けられなくなっている。こうし

た子供はどうしてもいろいろ理解ができ

ないことになり、不登校にもつながってい

くわけです。 

 そういう子供たちがふだんは我慢をし

ている、ストレスがすごくあっても我慢し

ている。しかし、コロナ等で学校に行かな

くてはいけないというベクトルが遅く、自

宅にいてもいいことになってきたときに、

不登校が増えている一因になっていると

指摘されていました。 

本市には、２０か所の通所支援所がある

んです。これは、随分、児童発達支援を行

っていると評価をしました。その定義は未

就学の児童の日常生活における基本的な

動作の指導、知的機能の付与、集団生活へ

の適応訓練を行うという定義です。 

 耳の障害、目の障害、心の障害、いろい

ろあります。その適した児童発達支援が受

けれるところを選択することについて、な

かなか情報として、分かりにくい。こうい

うのは、しおりの中にもう少し詳しく書き

込んで、当事者が選択しやすいように、丁

寧に記載していただくことを提案してお

きます。 

 実際、今つかんでおられる実態、それぞ

れの園の実態についてお答えいただきた

い。 

 あと、小学生になっていろいろ訓練に行

かれています。摂津市の児童発達支援セン

ターでいろいろ訓練されているとか、ＬＤ

センターがあるとか、いろんなとこに行か

れているんです。中学生以上になった訓練

は、こういう通所支援所でも受けることが

できているのかどうか、併せて教えていた

だきたい。 

 ３番目、子ども食堂についてです。 

 子供の居場所づくりについて、いろいろ

非常に立場が重要になってきていると思

います。今、法律になって孤独・孤立を解

消していくことになっています。こういう

場面においても、子供たちの孤独・孤立と

いう部分を解消していく面では、子ども食
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堂も非常に重要な位置づけになってきて

いると思うんです。 

 そういう意味で、担当課ではないかもし

れませんけども、孤独・孤立対策官民連携

プラットフォームをつくってくださいと

国が言っているんです。これ都道府県にま

ずはつくってください。できる市は市でも

つくってください。つくれないんだったら、

都道府県に付随して、連携できる組織をつ

くってくださいと言っています。孤独・孤

立対策推進法はこの４月から施行です。 

 それで、どこが担当するのという話にな

る。ここにはいらっしゃらないかもしれま

せんけども、今言いましたように、一翼を

担うという意味で、子供に対する孤独・孤

立という部分では、次世代育成部のどなた

かが担当されると思います。どのような動

き、考え方になっていくか、教えていただ

きたいので、よろしくお願いします。 

 ４番目は分かりました。これはしっかり

やっていただく。今までやっていなかった、

分からなかったところに、訪問を通じてア

ウトリーチを通じて実態が分かってくる

ことにもなります。これは非常に期待をし

ていますのでお願いします。 

 ただ、スタッフの皆さんの立場というか、

いい人を雇用していかなあかんし、ボラン

ティアの皆さんもしっかりした方を担当

していただきたい。その辺は難しいかも分

かりませんけど、いろいろ工夫をしていた

だき、全体として対応ができる体制づくり

をやっていただきたいことをお願いして

おきます。 

 ５番目、保育所の待機児童です。 

今の流れを聞くと、去年の今時分の待機

児童が２８２名、今年は２３８名と５０名

近く減っている感じがするわけです。これ

は今言われたように、最終、蓋を開けない

と分かんないということです。去年から比

べると全体の受け皿は増えています。小規

模保育事業がまた１園開園しますから、こ

の部分の募集をこれからまだやるので、期

待できますし、待機児童はその分減る。こ

れから新園をまた募集しますから大いに

減る期待ができますということを言うて

ほしいので、補足答弁を求めます。 

 それで、保育士の体制強化をする補助金

を創設されるということです。人を雇った

園に対して補助金を出すということです。

これも、保育環境の働き方改革につなげ、

あわよくば、潜在保育士の見つけ出しにも

つながるということでした。 

 今、人手不足でなかなか受け入れがいっ

ぱいまでいけないことになっています。そ

ういう園もあるわけで、こういう取組をす

る中、増員できる期待を持っているのかも

含めて、一遍答弁をお願いします。 

 ６番目、民間保育所入所承諾事業です。 

 体調不良児を受け入れていただく補助

金で看護師を設置するとのことです。三つ

の園が今回導入します。 

 より預けやすい環境を整えていってい

ることについては評価したいと思います。 

 そして、角度が変わりますけど、以前に

アレルギー品目が多く、ある園から看護師

を置いてないから受け入れは難しいと言

われた保護者の方がおられました。 

 当時、公立保育所に看護師はいましたけ

ども、民間の保育所には看護師を置く余裕

がない、補助金もない。他市では、そうい

う補助金を出している市がありました。よ

うやく摂津市も看護師を置く補助金を出

すことになります。こういったアレルギー

の多いお子さんも道が開けると私は期待

をしたわけです。そういうことについては

どのように考えておられるのか、聞いてお
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きます。 

 それから、幼児保育などを受け入れる園

の保育士については、特殊な事情もあると

いうことで、単価を２０２４年から引き上

げることが載っていました。その辺のこと

について何か情報が入っているのか併せ

てお願いします。 

 それから決算審査に係る委員会では、病

児保育を申し込むときの手続の簡素化に

ついて、１回、他団体の先進事例を調べて

みると答弁をいただいています。どうであ

ったか、調べて、簡素化できそうな方法が

見えましたみたいな話があれば聞いてお

きます。 

 ７番目、児童手当の給付については分か

りました。 

 １８歳に第１子がなったら第２子は第

１子に繰り上がることになっていました。

２２歳まで第１子は続くと思うんです。だ

から２２歳までは、第２子は第２子になる

と思うんです。これは８番目の児童扶養手

当についても同じ考え方か、確認をしたい

と思います。 

 ９番目、学童保育の人数の推移です。だ

んだんだんだん増えてきています。令和６

年度は１，１００人を超えてくるだろうと

いうことで、保育所に通わせる子供が増え

ていることがそのまま学童保育につなが

っていると思うのです。 

 ある意味では、小学校１年生の段階で壁

をなくすことにもつながってくると思う

んです。 

 今回、摂津小学校は民間委託がスタート

になると思うんです。学童保育指導員の確

保について、もう一回聞きたいと思います。

現状と不足人数について、今、何とかなっ

ているのかもしれませんけども、増築する

ことによってクラス数は増えます、人数が

増えます。 

 これは今も一緒かも分かりませんが、年

度初めに、募集した人数が定員になるわけ

です。募集人数が定員です。だから１００

人来たら定員１００人。その後、途中で転

入してきたので学童保育に入れてほしい

といっても定員でいっぱいですというシ

ステムにされていたと思うんです。 

 だから、４０人を超えたら当然クラスを

増やしていかないといけないと思います。

一方、サービスは向上していくんです。や

がては６年生まで受け入れると前に部長

がおっしゃいました。それに向かって進ん

でいくことになります。その辺の民間委託

の今後の考え方とサービス向上の考え方、

それから人数、クラスが増えていくから指

導員の必要数の募集と併せて、どんな考え

方を持っておられるのか聞いておきます。 

 それから、２０２４年４月から保育料を

上げられます。これは以前の議会で私も賛

成をしましたものの、そのときもちょっと

タイミングがよくないと思いました。この

物価高のときに、上げるんではなく、ちょ

っと遅らせたらよかったと。条例は可決し

ても、半年、１年上げるのを遅らせたほう

がよかったんと違うかと。 

 今、春闘の結果が出ています。味の素は

一発満額回答と言っていました。大手はそ

うでしょう。だけど中小企業はどうなのか、

これからになります。ほんまに所得が上が

るのかどうか、これを見極めないといけな

いと思うんです。そういうのがあってもよ

かったんと違うかと私は思っているんで

す。 

 そこがほんまに物価高を解消するぐら

いの所得が上がるかが大きなポイントだ

ったと思うんです。 

 一方、配偶者の所得の壁があります。今、
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１０６万円と１３０万円が壁と言われて

いるわけです。早くは１０３万円という壁

がありました。これも配偶者控除が配偶者

特別控除に変わってスライド式になり、住

民税がかかってくる、１００万円、１０３

万円で所得税がかかってくるとかいろい

ろ壁の種類があります。この間、ＮＨＫの

あさイチで、理解されてないことが問題に

なっていました。学童保育に通われてる方

は主婦層の皆さんが多いわけで、学童の値

上げをするんやったら、所得の壁を積極的

に説明していくとか、担当課として考えて

もいいのではないかと思うんです。その辺

の考え方について、一遍答弁してください。 

 １１番目、子育て総合支援センターの遊

戯室についてです。入札が終わってから、

工程をちゃんとつくって、地元関係者に説

明してくださいということをお願いして

おきます。 

 避難所として指定されています。避難所

運営マニュアルの検証のための訓練を行

ったんです。そのときいろいろ指摘をされ

ている中に、入口のすぐ横に隣の建物の鉄

骨の避難階段があるんです。これが結構さ

びていて、もう使っていないです。これは

地震で倒れてくるというとか、鉄骨でつく

ったひさしがあって危ないと、結構、指摘

をされていました。 

 安全対策の一環の中で、こういった周辺

の危険なものについても、担当課ではない

かもしれませんが注目しておいていただ

きたい。要望としておきます。 

 １２番目、母子福祉会補助事業です。１

０万円の使い道はそういうことになると

思います。今後のひとり親家庭に対する支

援を決算審査に係る委員会のときには、ひ

とり親家庭自立支援促進計画の改定に合

わせて検討していくという答弁をいただ

きました。 

 国家予算においてもひとり親家庭など

の支援強化がなされます。今、ほかのとこ

ろの会計でいろんな資格を取得するため

の補助金があります。今の児童扶養手当拡

充も少ないですけど、そういう一環になる

と思います。 

 その他いろいろ何か市独自も考えてい

くことも必要になると思います。そういう、

ひとり親家庭の支援について、担当課の考

えを教えてください。 

 １３番目、子育て世代包括支援事業でご

ざいます。分かりました。しっかり該当さ

れる方が利用していただけるように丁寧

に推進をお願いしておきます。 

 決算のときには、他市のサービスにおい

て令和４年度からいろいろやられている

んです。タクシー券を配布している市があ

りますということを提案しました。そのと

きには今のところ考えていないとおっし

ゃっていました。これもぜひ、検討の一つ

として、今後も実態を調べながら検討して

いただきたいことを要望しておきます。 

 出産・子育て応援給付金です。現金にな

り、残念です。国が白旗を上げちゃった感

じです。国が原則クーポンと書いていたの

を外したということでもうほとんどの市

は現金でいくと思います。これも引き続き、

残念ですけど他市の状況もよく把握をし

ておいてください。 

 １５番目、安全対策事業についてです。

先ほど、日本郵便株式会社については別段

委託料があるわけではないということで

す。その中でまたやっていただくというこ

とでございますから、期待をしておきます。 

 受付員のところです。これは私もよく記

憶しており、池田小学校事件の後で森川市

長のときに安全対策をお願いしたんです。
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辞められる半年ぐらい前だと思いますけ

ども、受付員を置くことを決断いただきま

して、スタートしたのをよく覚えておりま

す。それ以来、同じ体制のままでやってき

たわけです。これを否定しているわけでも

何でもないわけでございますが、ある意味

では、他市に先駆けた画期的な取組であっ

たと思っています。その上で、オートロッ

クになって、より安全が向上できると期待

しておきます。 

 だけど、人のつながりやぬくもりが結構、

親しまれているんです。受付員も、子供に

対して結構、コミュニケーションがあった

りして、温かみのある取組であるのでこれ

はうまく残していただくことをお願いし

ておきます。 

 適応指導教室です。令和５年１２月時点

では小学生が５７人、中学生１０８人。令

和４年度は小学生９５人でしたから大分

減ったと思ったりもします。前回のときに

は教育長にも答弁していただきました。不

登校の考え方として、今は、必ずしも学校

に戻ることを目的とするのではなく、社会

的自立のためのあらゆる機会をつくるこ

とを選択肢の一つだとおっしゃっていま

した。私もそのように思います。 

 文部科学省の中で、誰一人取り残さない

学びの保障に向けた不登校対策「ＣＯＣＯ

ＬＯプラン」があります。立派な本で御存

じだと思いますけど、「ＣＯＣＯＬＯプラ

ン」に基づいてやっていますと国会答弁で

言っていました。 

 こういうものをつくって全国に落とし

てきています。その中で、全国３００校の

不登校特例校を設置することになってい

ます。調べますと大阪市がやっとスタート

したかという感じです。なかなかそんな簡

単にできるものじゃないと思います。 

 それから、校内教育支援センター、別名

スペシャルサポートルームという名前で

す。これは昨日、議論になっていました校

内支援ルームがそれに当たるんですか。今

モデル校ですけど、これを全学校に広げて

いくというお話でございました。 

 それから、多様な学びとして居場所の確

保で、例えばフリースクールの連携強化と

うたってあります。フリースクールは摂津

市にないです。他市にはあります。 

 いろいろネットで調べたらほんまかど

うか分かりませんけど、クロッカスという

のが出てきます。これは摂津市で子供の居

場所活動をしている団体となっており、大

阪人間科学大学の学生がやっていますと

なっていました。ネットだけの話ですけど、

そういう団体もあるから一遍調査しても

らったらどうかと思います。フリースクー

ルをやってもらう団体、主体とするところ

が必要ですから簡単に行政でどうのこう

のできるものではないと思います。でも求

めていますと発信することが大事です。摂

津市としてそういうのを求めていますと

発信することは、まず大事だと思います。

そういう姿勢を持って、発信をすることに

ついてどう考えておられるか聞いておき

ます。 

 １７番目、国際理解教育推進事業です。 

 この取組が非常に私もいい取組だと思

いました。これは、国際理解でありながら

キャリア教育です。 

 新聞を読んでいますとＮＰＯ法人が二

つ出てくるんです。同じＮＰＯ法人じゃな

くて一つは、このＪＡＥですか、もう１個

はどうもＣＯＣＯＮＩというＮＰＯ法人

のことが書いてあるような気がしました。 

 今、鳥飼北小学校ともう１校、２校で取

り組むことになるということでした。どこ
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か教えてもらってもいいですか。 

 そういうことで非常によい取組である

と思います。今後とも子供たちによい影響

を与える取組をお願いして、要望とします。

どこの小学校かだけ教えてください。 

 １８番目、学校読書活動支援事業です。 

 読書ノートをつくってやっていただい

ているということで、感謝したいと思いま

す。大変評価しております。 

 実は、１０年ほど前、堺市に学校図書館

の視察に行ったとき、そこでやっていたん

です。それを摂津市でもぜひやってくださ

いと当時の担当者に渡しまして、最初は手

作りでつくっていただいて、１年目は小学

生に、２年目は中学生に渡していただきま

した。 

 当時、岡部さんという人が担当者でした。

その方も退職されました。そういう思い出

のある読書ノートです。今、電子化されて

いるということもあって、デジタル読書ノ

ートに変えていってもいいんじゃないか

と思ったりもします。電子化について検討

をされているのかどうか、今後の考え方も

含めて、聞いておきます。 

 １９番目、キャリア推進教育についてで

す。ＮＰＯ法人ＣＯＣＯＮＩというところ

と何年間かにわたって随分お付き合いさ

れています。ＣＯＣＯＮＩの決算書を見た

ら摂津市の教育委員会といろいろやって

いることが載っています。 

 前の団体が２０２０年にＣＯＣＯＮＩ

に名前変えて設立をされています。吹田市

に本拠地を置かれ、設立された年からずっ

と摂津市教育委員会と長いお付き合いを

されていると思っているんです。９年間を

見通した研究経費として今回挙げられて

います。どうして９年なのかと、今までの

付き合いも含めて御答弁いただきたい。 

 ２０番目の学力向上推進事業、コグトレ

の話です。 

 コグトレについて、偶然にも実は昨年の

暮れに新聞で載っているのを発見しまし

た。立命館大学の宮口幸治教授が書かれた

記事です。これを読んだときに去年の１２

月でしたか、教育委員会に絶対伝えて、研

究してもらわなあかんと思いました。記事

の内容をちょっと紹介しますと、知能指数

が平均値と知的障害と言われる、いわゆる

はざまの人たちがいるそうです。 

 知能指数、ＩＱ７０から８４ぐらいの人

で、この人たちを境界知能と名付けてはる

んです。知的障害と一般の人の間にいる人

が、この境界知能で全国１，７００万人い

る。大体人口比で１４％いると推計されて

います。その多くは社会に適応して生活を

しており、教育や福祉の支援につながるこ

とができずに、生きづらさを抱えたまま暮

らす人もいると。 

 一見、日常生活を送る姿は健常者と何ら

変わりはないので、仕事でミスを繰り返し

たり、困りごとが起きてパニック状態にな

ったりして、困難を抱えることが多く、周

囲の理解や助けを得られにくい。言わば普

通に見えるのに普通にできないために、や

る気の問題だと誤解をされ、適切な支援に

つながれないおそれがある。そうした人々

は、仕事が長続きしなかったり、犯罪に巻

き込まれたりといった問題に直面した後

に、検査を受け境界知能だと判明すること

が多い。 

 社会に出る前の学校生活では困難が目

立ちにくいので、仮に学校の授業について

行けなくなっていたとしても恥ずかしい

から誰にも相談できず、単に勉強の苦手な

子として扱われてしまうケースも少なく

ない。 
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 この境界知能の人の特徴としては、５点

セットプラスワンと言われています。１番

目、認知機能の弱さ、２番目、感情統制の

弱さ、３番目、融通の利かなさ、４番目、

不適切な自己評価、５番目、対人スキルの

乏しさ、そして身体的不器用さがある。こ

のプラスワンとされているのは、中には小

さい頃からスポーツを通して身体機能に

優れている人もいるから、このプラスワン

というのは挙げている。 

 これらは、逆に言うと１番目、見たり聞

いたり想像する力が弱い。２番目、感情を

コントロールするのが苦手。３番目、予想

外の出来事に弱い。４番目、自分のことを

客観的に見ることが難しい。５番目、人と

のコミュニケーションが不得意。６番目に

は、力加減ができないと言い換えられる。 

 どのような支援が求められるかについ

て、一つは早期発見・早期対応が大事であ

る。先に紹介したような５点セットプラス

ワンの特徴を踏まえ、当人の状況をよく理

解し、生きづらさを和らげるための力を身

に付ける取組が必要である。小学生の段階

から、学習の土台となる認知機能のトレー

ニングを実施すれば、認知機能を鍛えると

ともに、一人一人の特性も把握できるので、

早くから個別支援が可能になる。社会に出

てからでは境界知能の自覚のない人を見

つけ出して支援につなげるのは困難なの

で、コグトレを朝の会で１０分程度、全員

でやることで対象者のプライドを傷つけ

ないで済む。コグトレを導入するのであれ

ば、ぜひ一度、開発者である立命館大学の

宮口教授を招いて、現場の先生方を対象に

境界知能についての講習会を実施された

らと思います。御意見をお伺いしたい。 

 コグトレのホームページで調べますと、

コグトレの構成がありまして、まず、社会

面としては対人スキルの向上のトレーニ

ングがあります。それから、基礎能力の土

台づくりのトレーニング。不器用さの改善

のトレーニングがあって、それぞれネット

でできるようになっています。それぞれ改

善する目的がついているんです。 

 ただ単に学習能力を上げるだけではな

く、せっかくやるのであれば、こういう境

界知能があることも踏まえ、しっかり認識

された上で、子供たちの特性の中に境界知

能の子がおって、そういう子はやっぱり何

らかの取組をしていかなあかん。人よりも

２倍、１回で分からへんから２回言わなあ

かんとか、そういう特性を現場の先生方が

分かった上でやっていただくとより効果

的な支援につながると思います。御感想を

お願いします。 

 ２１番目、いじめ問題が多くなっている

のでびっくりしました。令和４年度末で６

５５件、今年１月末で８３３件です。これ

はいいのか悪いのか。それだけ報告が上が

ってくるようになった面ではいいのかも

しれません。今まで分からなかった、埋も

れていたものが表に出てきたという捉え

方もできます。だからいいと捉えた方がい

いかもしれません。 

 その上で、いじめはやっぱり大なり小な

り起きると思う。これはあって当たり前か

も分かりません。それをやっぱり未然に防

ぐ取組が一番大事であり、いざ発生したと

きの対応が重要だと思うんです。 

 今まで問題視されているのは、隠蔽する

ことが非常に問題になっています。あった

のになかったように報告をつくってしま

うことが問題になっています。あるものは

ちゃんとさらけ出して、きちっとやってお

けば、そんなに大きい問題にならないこと

が問題になっていて、結構、再調査になる
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ケースがあります。問題だということで文

部科学省が対策をやるということで、全国

に専門アドバイザーを設置して、地方の相

談にのってというようなことが新聞に書

いていました。 

 今、摂津市ではいじめについて、自殺も

ないし、大きな問題は起きていません。違

う市ではいろいろあります。対岸の火事に

なっていますけども、これはどこでも起き

ることやと思うんです。人間の社会である

以上は、そういう気持ちでいじめ対策につ

いても取り組んでいただきたいことをお

願いしておきます。起きていないから何か

ほっとしますけど、起きていないというこ

とはいずれ起きるんです。南海トラフと一

緒で、必ず起きるという思いを持って、担

当の皆さんが取り組んでいただくことが

大事だと言いたいんです。 

 だから件数が多いことは言いませんけ

ども、これはしっかりいじめ予防の取組も

対応もしていただき、今後もお願いし、要

望としておきます。 

 ２２番目、学校マネジメント事業につい

てです。 

 学習サポーターについては、頑張ってい

ただくということでお願いします。コミュ

ニティスクールの学校の取組はよく分か

ります。それは当然、決算審査に係る委員

会でも言われていましたから、よく分かり

ます。当然、意識が変わってくると思いま

す。大事なのは文部科学省のポンチ絵を見

せて言いましたけど、地域学校協働活動が

私は非常に重要と思っています。これは学

校を支援する地域の動き、働きがある。こ

こがコミュニティスクールの一番のみそ

ですけども、なかなか難しいと思っていま

す。 

 最後の質問に込めましたけども、地域学

校連携活動支援事業と連動すると私は思

っているんです。要するにすこやかネット

がその役目になるんです。ここのところを

強化していくためには、課が違うかも分か

りませんけど、どういうイメージを持って

いるか。前回、教育長に答弁をしてもらい

ました。国は国の考え方があると、だけど

それはそのまま落としてすることは難し

いんだと。だから摂津市は摂津市の考え方

を持って、摂津市のモデルを持ってやって

いくことは大事だということを私は聞い

たように思います。モデル校３年目になり

ます。だから、そろそろ全学校へ展開をす

るまでにそういうモデルを確立していか

なあかんと思います。その辺がどうかをお

聞きします。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午後０時 ２分 休憩） 

（午後０時５９分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 では、午前中に引き続きまして、藤浦委

員。 

○藤浦雅彦委員 ２３番目、教員配置の話

です。私が、聞き間違えたかもしれません。

令和６年度で９人少ないスタートになる

のかと思ったら、令和５年度の話やったん

ですね。令和６年度はどうなんですか。現

時点でどれぐらいそろって、欠員が出てい

るのか教えていただきたい。 

 ２４番目、小学校の施設改修事業です。

まとめて言っていただいてありがとうご

ざいます。 

 今回、三宅柳田小学校の外壁と屋外防水

工事の実施設計が上がってきています。同

じ学校のエアコン設置工事も上がってき

ており、令和７年度で同時に工事をされる

と予測しているんです。こういうふうに資

産活用課としては、工事を合わすことによ
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って当然、工事費を圧縮することができる

と、前々から私も提案をしてきました。結

構、ちぐはぐに、こっちはこれで工事をや

って、またこっちは次の年と。何で一緒に

せえへんねんみたいなことがようあった

んです。これについては一定評価したいと

思います。そういう考え方の下にやられて

いるのか、たまたま偶然という話になるの

か、経費を削減する意味において配慮があ

ったのか、ないのかについてお答えくださ

い。 

 それから、去年の話になります。決算審

査に係る委員会のとき、上下水道の話のと

きに鉛管の話になったんです。鉛管もちょ

っと残っていますけど、大分、回収しまし

たという話です。古い小学校は、多分鉛管

を使っているのに工事してへんとずっと

思っています。実際、小・中学校で鉛管を

使ってるかどうか調査して、また委員長に

報告してくださいと言ったんです。 

 委員長、これ、報告を受けてもらってい

るか、委員長から答えてください。お願い

します。 

 ２５番目、小学校給食事業です。 

 物価高のところ、令和５年度、補正予算

を組んで、令和６年度には盛り込んであり

ます。いつまで続けられるかもあります。

一方、昨日も出ていましたけど、無償化の

話もあります。無償化の話については、こ

ども未来戦略の中に書いてあるんです。 

 これにより、学校給食無償化実現に向け

て、まず学校給食費の無償化を実現する自

治体において、取組実態や成果、課題の調

査、全国ベースでの学校給食の実態調査を

速やかに行い、１年以内にその結果を公表

する。その上で、小・中学校の給食実況調

査状況の違いや法制面等も含め、課題の整

理を丁寧に行い、具体的方法を検討すると

書いてあります。残念なことに、私はちょ

っと注目していましたけども、今回の国会

ではうんともすんとも取り上げる人がい

ないと思いました。何か担当課として情報

をつかんでおられるのか。 

 多分、担当課もこれが成立して、いくら

か補助金が出ればやろうという意欲満々

だと思うんです。そういう意味から情報収

集の成果について、御答弁お願いします。 

 ２６番目、制服の販売価格についてです。

ある程度は、各学校の裁量に任される部分

だと思うんです。聞いていただいた中では、

３社ぐらいの選択肢はあるということで、

これはよしとしたいと思います。 

 何でこういうことが起こるかというと、

取引先が固定化されていることが問題に

なっている。固定化されるのは非常に危な

いことで、固定化される中では当然、何か

裏でいろんなものが動きます。お金が動い

たり、物が動いたりがあり得るから、透明

性は非常に大事だと思います。引き続き各

学校の裁量と言わず、定期的にこういう、

公正取引委員会が調べての話なので、また

何らかの形で下りてくると思います。そう

いう意思、方向性を持って、今後ともしっ

かり見ていっていただきたい。 

 払うのは保護者です。学校は別に何も痛

まないわけです。しかし、市の予算で何か

買うときは、ちょっとしたものでも３社見

積りとか、入札とうるさく言っているので、

随分差ができていると思うんです。これは

要望としておきますから、お願いいたしま

す。 

 ２７番目、市史編さんについてです。今

年「現代」を発刊されるということです。

大体これで終わりになると思ったりもす

るわけです。始まりが、たしか私の記憶で

は、市制５０周年の記念事業だったように
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思うんです。５０周年が終わって、終わる

のかと思ったら、ずっと続いていて、いつ

までかと。悪いとは言いません。大事なこ

とやからやったらいいんですけど、いつま

でという計画を聞いていないので、ずっと

やってはるなという感じがするのです。ど

こまで、どうやるのかというスケジュール

があると思うので、教えておいていただき

たい。 

 ２８番目、放課後子ども教室ですね。 

 これ、やり出してもう大分なります。各

学校で放課後、週１回が多いです。最初の

取りかかりは週１回ではなく、毎日という

モデルだったと思うんです。毎日、子供の

居場所づくりということで。 

 国の方針では、学童保育を放課後クラブ

に変えるという方針であったように記憶

をしています。それは難しいということで

断念したと思います。一方、こども未来戦

略加速化プランにおいては、少子化の壁打

開に向けた放課後児童クラブの質・量を拡

充して、２０２４年から常勤職員の配置の

改善を実施するとうたっています。ここで

言う放課後児童クラブと、摂津市でやって

いる放課後児童クラブは同じものではな

いのか、同じものなのかという論争になる

わけです。市としては学童保育と同じ意味

で、放課後の子供の居場所づくりをどんど

ん増やしていくことを意味しています。担

当課として、どう捉えておられるのか。こ

れは明確にしていかないと、今の摂津市の

放課後児童クラブの在り方も含めて検討

しないとあかんと思います。担当課に聞い

ておきます。 

 ２９番目、地域学校連携活動支援事業で

す。コミュニティスクールとの関係にもな

ってきます。 

 すこやかネットはスタートから１５年

以上になります。スタートしたときに、地

域コーディネーターを大阪府が作りまし

た。育成事業をして、地域コーディネータ

ーは何ですかというたら、黒子ですと。い

ろんな人を結び付けて、地域のネットワー

クを作っていく趣旨の下に育成をする。さ

っき課題としてコーディネーターの話を

されていましたけど、地域コーディネータ

ーという名前で育成したんです。これは何

をする人かというと、すこやかネットを充

実させていく人だという意味合いで作成

をしたんです。今は止めているんですけど

も、そういうことがあったんです。今後、

すこやかネットは、どうなっていくんやと、

コミュニティスクールに組み込まれてい

くと地域応援活動をしていく主体者にな

っていくのか、別のものになっているのか

という話になるわけです。先ほど言いまし

たけど、摂津市のスタイルも併せて、今後、

すこやかネットとコミュニティスクール

との関係性とか、どんなふうにやっていく

のかも含め、お考えを聞いておきます。 

 ３０番目、防災教育についてです。 

 防災教育は、先ほど担当課長から、いろ

んな教科に防災関連のことが入っていま

すと言われました。御存じやと思いますが、

「防災教育の手引き」が作られました。こ

れは各市内の小・中学校からそれぞれ担当

教諭に一人ずつ参加していただいて、平成

２７年と平成２８年の２か年かけて作ら

れたんです。アドバイザーは、当時、摂津

市のアドバイザーだった片田先生が監修

をされて完成したのが今、全学校に配られ

て、保管されています。これは、２年かけ

てやられたわけで、非常に良いものやと思

うんです。 

 まさに各教科にそれぞれの防災の考え

方を盛り込んでいくことになっています。
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わざわざ防災教育という形ではなく、音楽

の中では音楽の中に防災教育を盛り込ん

でいく。算数、国語にも、それは各現場で、

学校で盛り込んでいってくださいという

ことになっているんです。自然のうちに、

子供たちの目につく。もう毛穴から、防災

の考え方が入っていく。その子供たちが小

学校、中学校とそういう教育を受けて、大

人になる。大人になって、やがて結婚して、

子供が生まれる。子供もまた同じように防

災教育を受ける。その子がまた大きくなっ

て、また子供が生まれる。またその子供も

同じ教育を受けることで、２０年、３０年

たつと、摂津市の防災文化になるんだとい

う壮大なことが書いてあります。すごいこ

とやと思うんです。ところがなかなか実践

するのが難しいということで、その直後に、

教育指導要領の改訂があり、新しいいろん

なことが入ってきたことがあって、最初は

されたのかもわかりませんけども、なかな

か形が見えないと思っています。賛成討論

のときも随分長い間、そのこともやってく

ださいという願いを込めて言ったんやけ

ど、もう止めましたと。 

 良いものなんですけど、実際のところ意

見交換をしたら、もう無理ですと。現場は、

ＧＩＧＡスクールをやらなあかんし、プロ

グラミング教育をせなあかんし、もうあり

過ぎて、それはなかなか難しいですと聞い

ているんです。だから、これは一体どうす

るのか、もうお蔵に入れてしまうか、いや、

置いといて、時が来たらやるということに

するのか。２年もかけて作ったものやから、

１年ぐらいかけて一遍検討していただき

たい。令和６年度についての扱いも含めて、

聞いておきます。 

 ３１番目、学習指導要領です。 

 先ほど、各学校とも４５分、５０分は結

構守っていますという話でした。一部、裁

量で、１５分刻みの授業をやっているとか、

２０分の授業をやっていますと聞いたこ

とがあるんです。ほぼ従っていますという

ことです。 

 全国連合小学校長会というのがあるそ

うです。そこからは次期学習指導要領でコ

マ数を削減するよう要望していると出て

いました。これも国が発表しているもので

すから、何か操作されているかもわかりま

せん。本市の校長会として、そういう声が

あるか、ないか。もっと柔軟にするとか、

働き方改革を含めてです。 

 実際にやっている学校でいくと、子供た

ちの帰宅時間を早めたということで、働き

方改革につながったと言っている学校が

あるそうです。働き方改革の関係で、学校

の始業時間を遅らせることもあると聞き

ました。そういうことも含めた意見が出て

いるとか、出ていないとか、本市の考え方

について聞いておきます。 

 以上、２回目です。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 大橋部長。 

○大橋次世代育成部長 （仮称）摂津市こ

ども計画について、私から御答弁申し上げ

ます。 

 現行の摂津市子ども・子育て支援事業計

画なんですけれども、この計画については、

次世代育成支援行動計画の後継計画でご

ざいまして、その前はエンゼルプラン、児

童育成計画だったわけなんです。この次世

代育成支援行動計画については、ひとり親

の観点、それと虐待の観点であったり、貧

困対策法ができる前なので、経済的負担の

観点というものが盛り込まれた計画にな

っておりました。 

 それと、摂津市子ども・子育て支援事業
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計画については、基本的に、その中心部分

は、保育所を中心とする需給計画になるわ

けなんです。したがって、現行、次世代育

成行動計画と摂津市子ども・子育て支援事

業計画を一体的な計画としている時点で、

ある意味、こどもの計画ということが言え

ると思います。藤浦委員がおっしゃるよう

な中身はともかくとして、位置付け的には

そういうことになると解釈をしています。 

 国が言っているこどもの基本計画なん

ですけど、この部分については、子ども若

者育成支援推進法、これに基づく計画、こ

れも盛り込むようにということがござい

ます。この観点については、現行、この法

律の所管が基本的には生涯学習課になり

ますので、そこの部分については今後の課

題だと認識しております。ですから、今回

の改定には間に合いませんけども、次期の

改定については、この部分についても盛り

込む必要があるだろうと考えています。 

 あと、ヤングケアラーの観点なんですけ

ども、次期の通常国会で子ども・若者計画

にヤングケアラーの観点が位置付けられ

るという話もございます。そこの部分につ

いては、所管が生涯学習課ということがあ

るんですけれども、今年度、実施している

各種貧困の調査であったり、調査の中でヤ

ングケアラーの観点ということも聞いて

おります。その部分については、どこまで

位置付けられるかという問題がございま

すけれども、次期改定する（仮称）摂津市

こども計画の中には何らかの形で位置付

けたいと思っています。 

 それと、貧困の部分についても調査をし

ておりますし、そういった意味でも、私個

人としては、現在、はっきりしたことは申

し上げられませんけど、章立てのレベルを

位置付ける必要があるだろうとは思って

おります。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 飯野課長。 

○飯野子育て支援課長 ２番目の児童発

達支援に関する御質問にお答えいたしま

す。 

 御質問の最後に、小学生以上の支援の話

だったので、ちょっと順番が前後しますけ

ど、まずそちらを整理したいと思います。 

 児童福祉サービスである通所支援につ

きましては、未就学児に対して、日常生活

における基本的な動作の指導、知識・技能

の付与、集団生活への適応訓練などの支援

を行うサービスが児童発達支援、小学生以

上の就学児に対して生活能力の向上のた

めに必要な訓練、社会との交流の促進など

の支援を行うサービスが放課後等デイサ

ービスとなっております。そのため、年齢

によって使えるサービスというのが分か

れております。 

 未就学児に対する児童発達支援につき

ましては、発達障害に限らず、身体障害と

か知的障害といった様々な障害を持った

未就学児が利用できます。支援の内容とい

うところで申し上げますと、トイレとか着

替えの日常生活の動作の指導でございま

すとか、あと身体障害のある方が特に関わ

ってくるかとは思うんですけど、作業療法

でございますとか、あと言葉、発音の部分

の言語療法とか、そういった様々な訓練に

ついて、事業所ごとに提供するサービスと

いうのは異なっている状況でございます。

ですから、児童の障害の程度や内容に応じ

た事業所というのを選択していただける

ようにはなっております。 

 それらをパンフレットに掲載というこ

とでございましたが、現在、本市におきま

しては、そういった通所支援、児童発達支
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援を利用するに当たっては、相談支援専門

員がそれぞれの子供の障害の程度とか生

活状況をお伺いし、その個々に合った支援

や個々に合った事業所を提案してサービ

スに結び付けるというような対応してお

りますことから、より丁寧な対応ができて

いるものと考えております。ただ、情報発

信という意味で考えますと、そういった事

業所ごとのサービスをお知らせするとい

うのも重要であると考えますので、一覧表

等、作成については今後検討してまいりた

いと考えております。 

以上でございます。 

○村上英明委員長 大橋部長。 

○大橋次世代育成部長 孤独・孤立の法律

の関係部分について、私から答弁をさせて

いただきたいと思います。 

 この法律につきまして、社会環境の変化

等により人と人のつながりの希薄化であ

ったり、単独世帯、これは若者も含めてで

す。高齢だけじゃなしに、単独世帯の増加、

そして高齢の方々は当然、高齢独居の方が

増えているという状況に加えて自殺者の

増加であったりＤＶ問題、それと虐待です。

虐待の部分についてはその家庭が孤立す

る中での虐待ということなんですけども、

そういった部分を背景に加えてコロナの

問題もあったと思います。そういうことで、

孤立化が進む中での対策を考えていかな

ければならないと。国としても考えるけど

も、自治体として考えろということでの法

律の施行だと思います。 

 この問題につきましては、教育委員会だ

けでということでは当然ありませんので、

全庁的に、どのように対策を打てるか、ど

ういう連携が打てるかということを今後

協議する中で、対策に講じていくことにな

ろうかと思います。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 湯原課長。 

○湯原こども教育課長 それでは、５番目

の保育所等の待機児童について御答弁さ

せていただきます。 

 まず、１回目の御質問に対する答弁の補

足をいたします。希望する保育施設に入所

することができていない方の人数をお答

えさせていただきまして、今後、さらに最

終調整を行っていくと御答弁させていた

だいております。 

 現在、入所することが決まっていない方、

こちらの方も対象となりまして、令和６年

４月から小規模保育事業が安威川以北圏

域、千里丘東３丁目で開始予定となってお

ります。 

 定員につきましては、１歳児・２歳児を

対象として１９人となっております。この

１９人分というのは、待機児童に影響して

くる見込みと考えております。 

 また、御質問の中で、保育補助者雇上げ

強化事業実施により期待する効果という

ようなお問いでございました。こちらにつ

きましては、この事業が保育士の補助を行

う保育補助者を配置することによって、保

育士の業務負担を軽減し、保育士の離職防

止を図るといったことが目的となってお

りますので、こういった効果が期待される

と考えております。 

 ６番目の病児保育の関係です。 

 まず、看護師配置に関するアレルギー対

応とか御紹介いただきましたけども、保育

施設に保育士だけではなくて、専門的な知

識や技術を持つ看護師が配置されること

で、アレルギー対応を含めて、保育の質の

向上に寄与するものと考えております。 

 また、病児保育事業に関わります補助単

価についてもお問いがございました。令和
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６年度から病児保育事業につきましては、

補助単価の拡充であったり、また当日キャ

ンセル対応加算が病児対応型、病後児対応

型につきまして、前日までの利用の申込状

況を踏まえて、受入体制を維持しているこ

とを一定程度評価すると、こういった加算

も加わっていますので、病児保育の環境整

備を図るといったことも令和６年度には

予定をされております。 

 あと、利用手続の簡素化の部分でござい

ます。やはり病児保育を利用していただく

に当たっては一旦、予約していただく。そ

の次に医師の診断を受けていただき、それ

からの利用と、こういった手順は踏んでい

ただく必要があると考えております。 

 利用者の利便性ということを考えます

と、やはり予約の際に、電話であったり、

そういったシステムの利用があるかと思

います。先進事例ということで申し上げま

すと、こういった病児保育に特化した予約

システムを導入されている団体もござい

ます。例えば、長野県松本市であったり、

群馬県安中市が本年１月から開始されて

おります。 

 こういった導入に係る費用についても

少なくないことが見込まれることから、実

施施設数や利用者数を十分に踏まえるこ

とも重要と考えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 飯野課長。 

○飯野子育て支援課長 ８番目の児童扶

養手当の改正内容でございます。児童扶養

手当におきましては、第１子の考え方につ

きましては変更がないものと認識をして

おります。 

 続いて、９番目の学童保育指導員の募集

の関係でございます。学童保育室の指導員

の確保につきましては、これまで広報せっ

つや市ホームページへの掲載のほか、ハロ

ーワークや求人誌等も活用し、広く募集を

しております。 

 昨日の西谷委員の御質問の際も答弁い

たしましたが、令和６年度当初におきまし

ては、正指導員、加配の指導員とも必要数

は充足しております。ただし、余裕のある

状況ではございません。今後のクラス数の

増加等を見据えましても、引き続き採用活

動につきましてはしっかりと行っていく

必要があると考えております。 

 また、現時点におきましては、民間委託

の拡大については検討しておりません。 

 最後に、年収の壁の問題についての、広

報でございますけれども、こちらにつきま

しては、就労支援を所管する産業振興課と

協議しながら対応してまいりたいと思い

ます。 

１２番目、ひとり親家庭の支援について

の御質問でございます。 

 令和６年度の国におけるひとり親家庭

の支援に係る新規、また拡充の事業につき

ましては、先ほどございました児童扶養手

当の拡充のほかに、既存事業の対象の拡大

でございますとか、要件を緩和したりする、

そういったものが大半でございました。そ

のうちで、高等職業訓練促進給付金につき

ましては、国の対象拡大、要件緩和に合わ

せまして、今回、改正を予定しておりまし

て、例規の整備を今、進めておるところで

ございます。 

 また、そのほかのひとり親家庭の支援策

につきましては、国の新規拡充事業に限ら

ず検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 １６番目、適応指導

教室で、フリースクールやＮＰＯ法人にど
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のような発信をしていくかというお問い

についてお答えいたします。 

 先週、パル・アミ・メイト合同で１年間

の振り返り会をしました。私から卒業を迎

えた６年生と３年生に修了書を一人ずつ

手渡したが、そのとき子供が、パルに出会

えなかったら、私は居場所がなくてどうな

っていたか分からないとか、パルに出会え

るまでは誰も信用できなくてしゃべれな

かった。ここに来てしゃべる人がたくさん

できたというようなことを語ってくれま

して、一定、適応指導教室が子供の居場所

になっていると捉えているところです。 

 委員のおっしゃった文部科学省のＣＯ

ＣＯＬＯプランには、学校を「みんなが安

心して学べる」場所にする、あるいは心の

小さなＳＯＳを見逃さず、「チーム学校」

で支援する、というようなことも大きく打

ち出されております。 

 本市といたしましては、まず学校を子供

たちにとって本当に過ごしやすい、安心で

きる場所にするということに全力を尽く

すとともに、小さなＳＯＳを見逃さず、ス

クールソーシャルワーカーやスクールカ

ウンセラー等の専門家と連携しながら、不

登校の芽を早期に摘んでいくことを大切

にしていきたいと思っております。 

 また、適応指導教室は学校に戻るという

ことが前提で設置されてはいますが、今、

申し上げたように子供の安全な居場所と

いう意味では、フリースクール等と同じで

あると思っています。適応指導教室が学校

ときめ細やかに連携できるというメリッ

トを活かしつつ、ＮＰＯ法人やフリースク

ールと連携し、個人情報の問題やフリース

クールは利用料がかかる等の問題をどの

ように連携していくのか、研究してまいり

ます。 

  以上です。 

○村上英明委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 １７番目の国

際理解教育の次年度のモデル校について

です。次年度については、本年度、実施し

ました鳥飼北小学校及び同じ中学校区に

あります鳥飼西小学校で考えております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 松本参事。 

○松本学校教育課参事 １８番目、現在の

読書ノートのデジタル化についての御質

問にお答えいたします。 

 現時点では、デジタル化することについ

て検討はしておりませんでしたが、情報等

について、収集はしてまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○村上英明委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 １９番目のキ

ャリア教育推進事業に関わりまして、個々

にＮＰＯ法人との出会いであったり、義務

教育９年間という内容について御答弁申

し上げます。 

 まず、ＮＰＯ法人は、全ての子供たちが

一歩先への希望を持っている社会の実現

に向けて、身近な大人たちがつながること

で、子供たちの生き方の選択肢を広げると

いうことを目的に、進路支援、キャリア教

育、居場所づくり等に取り組まれている団

体です。 

 もともと吹田市にある団体ですけども、

摂津市には、初めて令和２年の夏頃に来ら

れまして、お話を聞くことになりました。

コロナ禍もありまして、中学生たちが職場

体験学習ができない中、子供たちが社会の

中で夢や希望を見据えて生きる力を育む

ためにキャリア教育に力を入れていきた

いと思い始めていた我々の思いと合致し、
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思いを共有し、連携して学校でキャリア教

育を進めていきましょうということにな

りました。 

 令和４年度よりキャリア教育推進事業

の中で委託をさせていただいて、中学校２

年生で取り組んだＮＰＯ法人や企業等と

連携して行った職種体験プログラムが、令

和４年度に教育委員会として、キャリア教

育の優良と文部科学表彰を頂いたところ

です。 

 現在も、地域と連携したキャリア教育の

推進であるとか、キャリアパスポートの改

訂など、キャリア教育を進めていくことを

共にやっているところです。社会を生き抜

く力を育むために、連携して今後も取り組

んでいきたいと考えているところです。 

 ９年間ということにつきましては、教育

委員会として、公立小・中学校の義務教育

９年間を所管しているということがあり

ますので、９年間とさせていただいており

ます。 

 続いて、２０番目の学力向上推進事業の

コグトレの内容です。教授を招いての講演

会を実施することについて御答弁を申し

上げます。 

 今回、実施予定のモデル校につきまして

は、コグトレオンラインの方法やその効果、

それを学ぶ機会のために、先進的に取り組

んでいた実践校の学校から先生を講師と

して招聘して、実践事例等を学んでまいり

ました。紹介がありました宮口教授の研修

については、モデル校とも話をしながら検

討してまいりたいと考えております。 

 続いて、２２番目の御質問、学校マネジ

メント支援事業について、コミュニティス

クール化を目指すためにどのようにして

いくのかということです。モデル校として

取り組んでいた第三中学校では、地域とと

もにある学校づくりを目指し、学校運営協

議会の委員の方に学校訪問をしていただ

いて、授業参観等を定期的に実施し、意見

を求めていたところです。 

 成果については、先ほど松本から御報告

させていただいたところです。反省点の一

つとして、学校運営協議会の委員として地

域コーディネーターの方に入っていただ

かなかったということもありまして、学校

と地域をつなぐ、コーディネーター機能が

なかなか難しかったと意見を聴いている

ところです。やはり学校と地域をつなぐ方

というのは重要であると捉えています。 

 また、委員からも御指摘をいただきまし

たように、子供たちのためにも、学校の課

題を地域で、また地域の課題を学校で共に

考えていくためにも、地域・学校協働活動

の充実というのは重要であると捉えてい

ます。この点については、関係課とまた連

携し、対応できたらと考えているところで

す。 

 コミュニティスクールについては、教育

委員会のほうで、全校一斉にやりましょう

と指示をしても、なかなか学校で機能的に

はならないのかと考えています。そこで、

教育委員会としましては、これまで学校管

理職や学校組織の中心となる教員を対象

に研修会を実施し、学校の取組状況を把握

した上で、希望調査を取り、コミュニティ

スクールへの理解や機運が高まっている、

チャレンジしていこうという学校から、順

次、コミュニティスクール化を図って、そ

の取組事例を広げていくことで、他校も子

供たちのためにやってみようという気持

ちになれるように取り組んでいこうと思

っています。 

 令和６年度モデル校として取り組もう

としている学校の中には、既存の学校協議
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会の取組の中でも、地域コーディネーター

の方やＰＴＡ会長とか、そういった過去Ｐ

ＴＡでいろいろ頑張ってこられた方に委

員になっていただき、子供たちのためにも、

例えば校内の居場所をつくるために教室

を整理したり、学校の中にベンチを作るこ

となどをＰＴＡや地域に投げかけてやろ

うとしている学校がございます。 

 教育委員会としましては、地域とともに

ある学校を目指し、地域保護者などと目指

す子供の姿を共有しながら、子供たちのた

めに学校や地域の課題を熟議し、少しずつ

でもできることから取り組むことにより、

持続可能な学校地域づくりに向けて取り

組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 田中参事。 

○田中学校教育課参事 ２３番目、令和６

年度に向けた講師確保の状況についてお

答えいたします。 

 常勤であと１０名確保する必要がござ

います。この数の中には、昨日、御質問が

あった産休見込みの者に対する前倒し任

用の数も含めております。残り、学校をス

タートするまで１か月弱となっておりま

すが、１か月弱の中で、講師の確保に向け

て引き続き努めてまいりたいと考えてお

ります。 

○村上英明委員長 先ほどの鉛管の件で

す。 

 担当課からお聞きしているのは、毎年の

水質検査等々において、数値的に許容範囲

で問題ないと判断している。大阪北部地震

のとき、一番水を使う給食室等々で修繕も

含め点検をしたところ、鉛管も何もなかっ

た。教育施設としては鉛管は多分ないとい

う認識でいるとの報告だったと思います。

あと、補足等々があれば。 

 松田課長。 

○松田教育政策課長 小・中学校におきま

しては、鉛管対策かどうかという資料はな

いのですが、平成７年から平成１３年頃を

中心に、水道管の入替工事をしているとい

うことが分かりました。また、その当時の

図面等を見ますと、現在、使われているの

は塩化ビニール管、いわゆる塩ビ管でござ

いますので、恐らく大丈夫であると思って

おります。 

 また、委員長からも説明がございました

が、特に、給食室につきましては、別に管

が通っており、そちらは平成９年に一旦、

改修をしていること、また平成３０年の地

震の折には少し水が濁りましたので、管ご

と取り替えて、さらに更新をしているよう

な状況でございます。 

 ２４番目の件、続けて申し上げます。 

 三宅柳田小学校におけるエアコンと防

水工事についてでございます。エアコン工

事につきましては令和６年度の実施でご

ざいまして、防水工事は令和７年度と、１

年ずれてございます。たＦＭの視点かとい

う点は、ＦＭの視点でございます。三宅柳

田小学校につきましては、大型改修工事を

してからおよそ１５年、未改修でございま

す。老朽化しておりまして、雨漏りが恐ら

く一番多い学校ではないかと思っており

ます。雨漏りの都度、スポット対応してお

りますが、それでは根本的な対応ができま

せん。特に屋上等、外壁と防水につきまし

ては、ひびなどが入れば、雨水が入ること

によって躯体等にも影響が出てまいりま

す。これは、三宅柳田小学校だけではなく

て、全校的に老朽化という大きな課題がご

ざいますので、それぞれ長期的に計画修繕

して、今後、このような対応をしてまいり

たいと考えております。 
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 ２５番目、無償化の情報についてでござ

います。 

 無償化については、この予算要求前に、

特に他市の担当ともいろいろ話をしまし

たが、全くどこからも情報がございません。

大阪府も、国からも情報がないというよう

な状況でございます。これからも注視して

まいります。 

○村上英明委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 ２７番目の摂津市

史につきまして、今後のスケジュールにつ

いて、お答えさせてもらいます。 

 市史編さん事業につきましては、平成２

３年度からスタートしまして、令和７年度

に第３巻が出た後に第４巻といたしまし

て、新修摂津市史、寺社・美術・建築・地

理編の刊行をもちまして一定終了の予定

でございます。ただし、市史編さん事業と

いうことで、今までの過程で収集した郷土

の資料がたくさんございます。将来に向け

て適正に保存・管理するための整理作業に

ついては、今後も必要だと考えております

ので、また他市の状況も調べ、体制につい

ては検討させていただきたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 飯野課長。 

○飯野子育て支援課長 ２８番目の放課

後子ども教室に関する御質問でございま

す。御質問の中でございました放課後子ど

も教室については、摂津市でのわくわく広

場でございます。 

 また、放課後児童クラブにつきましては、

摂津市でいうところの学童保育室でござ

いますので、全く別物ということになりま

すのでご了承ください。 

 続いて、２９番目の地域学校連携活動支

援事業についてでございます。 

 すこやかネットでございますが、平成１

２年度から平成１４年度にかけまして、大

阪府教育委員会の総合的教育力活性化事

業に基づき、各中学校区で組織されたもの

でございます。 

 これまで子供たちの生きる力を育むと

ともに、学ぶ力の向上を目指して、学校、

家庭、地域が一体となった教育コミュニテ

ィづくりを推進するための取組を行って

いただいております。しかしながら、活動

が限られた人に頼っている場合が多く見

られ、また、内容についてもマンネリ化し

ているといった課題もあります。また、制

度の創設から２０年以上が経過し、多くの

メンバーが入れ替わって、制度創設当初の

目的の共有が薄れている部分もあるよう

に思われます。改めて本事業の目的等を明

確にするとともに、また市の活動事例の内

容紹介等も含めて、地域の状況に即した活

動内容を検討する必要があると認識して

おります。 

 また、先ほどのコミュニティスクールと

の関係で申しますと、やはり目指すところ

は一緒なのかと考えております。進み方の

部分で違うと思いますけれども、目指すと

ころは一緒だと思いますので、連携しなが

ら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 防災教育に係

る御質問に御答弁申し上げます。 

 箸尾谷教育長は、これまでも議会や委員

会の中で避難訓練を中心に命を守る行動

を身に付けることが大事であると答弁さ

れていたと捉えております。 

 現在、学校ではめまぐるしく社会が変化

する中、様々な対応が求められており、多
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忙を極めている状況です。 

 教育委員会としましては、手引等を参考

にしながら、避難訓練を中心とした防災教

育を進め、事前、事後の学習を通して、子

供たちの命を守る行動を身に付けること

ができるように学校を支援していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 松本参事。 

○松本学校教育課参事 ３１番目の年間

授業コマ数の削減について、本市の校長会

でそういった声があるかという御質問に

お答えいたします。 

 直接的にはそうしたお声は聴かないも

のの、平成３１年に文部科学省から、過剰

に標準授業時数を上回った教育課程の編

成については注意喚起の案内が出ており

ます。本市も、働き方改革の観点から、そ

うしたことを意識した年間コマ数のカウ

ント、そして年度当初の短縮などに取り組

まれている校長先生がいらっしゃるとい

うのが実情でございます。 

○村上英明委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ３回目です。 

子ども・子育て支援の中で、（仮称）摂

津市こども計画の関係で部長から御答弁

いただきました。これはよしとしておきま

す。 

 いろいろ、今度、盛り込んでいただく、

子供の貧困については章立てにしていた

だくとの声もありました。これは期待をし

ておきます。また、こども家庭庁から出て

くるこども基本法に基づく計画との整合

性をとっていただくことをお願いし、要望

としておきます。実効性のあるいい計画に

してください。お願いします。 

 次に、児童発達支援事業についてです。

様々に申し上げました。とにかく障害を持

つ子供が適切な支援に結び付くように、よ

り丁寧にやっていただきたい。お願いして

おきます。 

 それから、窓口が変わっていく、年代に

よって、課が変わるんです。そのことを指

摘させていただきました。それぞれの課で

専門的に対応していきますということも

ありますが、各課でしっかり連携をしても

らうようにしていただきたい。情報の共有

ができる何かツールがあるんですか。よく

あるのは、次の担当課で、また一から聞く。

状況を聞いて、こうです、ああです、こう

ですと。また次に行ったら聞くことを問題

視されていたことが過去にありました。 

 箕面市かどこやったか、かるがもノート

を作っているところがあって、もう１０年

ぐらい前の話ですが、それをもらってきて、

担当課にこういうのをやっているところ

があるから、ぜひ真似してくださいと話を

したことがあるんです。これは、情報共有

をするのに、障害を受けてから大人になる

まで１冊のノートにずっと記録を書いて

持っているんです。だから、かるがもノー

トを見たら、子供のとき、こうやったとか、

ああやったとか、全部分かる取組をしてい

ました。やりますと言うてくれてはったけ

ど、どうなったんでしょう。また教えてい

ただきたい。とにかく利用しやすいように

お願いしておきます。要望としておきます。 

 次に、子ども食堂に関連して、子供の孤

独・孤立対策の件について部長から御答弁

をいただきました。了として、今後いろん

な形で下りてくると思います。それはしっ

かりと受け止めて対応していただくこと

をお願いしておきます。これは大事な取組

で、子供だけじゃなく大人も、さっき言わ

れた自殺とか、いろんなことがあって、子

供も自殺が増えていると問題になってい
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ます。そういう意味では、あらゆる課に関

連してくると思います。よろしくお願いし

ます。要望としておきます。 

 次に、保育所の待機児童について、明る

い話をしていただきましたので、希望を持

ちました。さらに新規採用保育士給付金と

して４，０００万円を計上されています。

これは年間一人１００万円で、５年目まで

の人に対して遡及して支払うことにされ

ています。４，０００万円の根拠について

言っていただきたい。 

 一方、７６年ぶりに配置基準が変わりま

す。２０２４年から、４歳・５歳児を３０

人に一人から２５人に一人に変わります。

そういう配置基準で、全国で同じように、

多少なりとも保育士を増やさないといけ

ないことにつながると思います。 

 １歳児の６人に一人を５人に一人は、令

和２４年じゃなくて、今後、加速化プラン

の中でやっていくことで、見送られていま

す。これとて全国でやることなので、保育

士の数が一緒になると、またまたこれ、取

り合いのような形になると思うんです。そ

ういう意味では、昨日の話を聞いていると、

補助金を出すのも何か各市で競っている

ことになると思ったりもいたしました。そ

ういうことも踏まえ、どう思ってはるのか、

総括的に教えてください。 

 次に、民間保育所等入所承諾事業の関係

です。看護師が配置されることで、アレル

ギーを持つ親にとってもちょっと明るい

と思いました。今回は、３園ですけど、ほ

かの園でも実施していただいて、もっと使

い勝手がよくなるように、ぜひともそれぞ

れの園に働きかけを促していただきたい

ので、要望しておきます。 

 それから、病後児保育も、先ほど簡素化

されている事例を調査していただいてい

るということです。引き続き調査していた

だき、できるだけ利用される方が利用しや

すいように、勝手がいいように、ＤＸ化、

デジタル化も踏まえ、検討をお願いしてお

きます。 

 それから、こども誰でも通園制度が令和

８年度から全面展開になっています。一方、

本市の待機児童が多い安威川以北圏域に

おいてはそれどころじゃないのが現状と

思うんです。安威川以南圏域では実施がで

きるかもわかりませんけど、この辺も含め、

実施についてはどんな見通しを持ってお

られるのか、聞かせてください。 

 児童扶養手当は分かりました。児童手当

はそういうことで、よしとしておきます。 

 学童保育の関連でございます。しばらく

は民間委託を考えていないということで

す。なかなか指導員についてもいっぱいい

っぱいという状況が続いています。引き続

き募集に苦慮されると思いますので、ここ

もしっかりと、何か知恵を出してください。

お金も要るかもわかりませんけど、知恵を

出して、必要なお金は要ると思います。本

当は正職員で募集したら来ると思うんで

す。正職員でないからそういうことになる

と思います。そういうことも踏まえて、し

っかり今後も運営してください。お願いし

ておきます。これは要望です。 

 母子家庭に対する支援についてです。 

貧困の問題の中では、母子家庭ってやっぱ

り貧困になるんです。どうしても所得が低

いから、所得を上げる方法として、いろん

な収入の高い職業に対しての就労支援と

か、いろいろやっていると思います。 

 こども家庭庁は、貧困の連鎖を防ぐため

にいろいろ対策をすることになっていま

した。例えば、母子家庭の子供の学習支援

に乗り出すとか、いろいろメニューとして
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上がっています。そういうのもしっかりと

敏感に受け止め、今後ともお願いします。

要望としておきます。 

 適応指導教室でございます。今、いい話

を先生からしていただきましてありがと

うございます。一人一人の子供たちにとっ

ては、そういう大事な場所になっていると

思います。それはそれでしっかりお願いし

ます。 

 以前、学びの保障と教育長が言われまし

た。これは、非常に感じたことがありまし

た。先日、１月に入ってからですが、自主

夜間中学校をやっている人がいるんです。

いいあす京都を開催しているという話で、

４人来ました。そこには学校を卒業して社

会人になっている人とか、大学生の子なん

かでも来る。何でかというと、基礎学力が

なく、その人たちはみんな小学校、中学校

は不登校だった。小学校、中学校が不登校

でも、高校は通信制の学校はたくさんあっ

て、受けるところはいくらでもある。レポ

ートを出せば卒業できるので、その基礎学

力がなくても卒業はでき、社会人にはなれ

るけれども、実際に小学校高学年、中学生

の学力がないと、社会で生活していくのに

非常に困るので夜間中学校に来ている子

がいるとお聞きしました。この辺だったら、

守口市の夜間中学校があって、ここは卒業

した子でも受け入れてくれている。ところ

が、京都市はあかんかったらしいです。そ

こで、こういう私立の自主夜間学校をやっ

てはるんです。そういうのをお聞きして、

やっぱり学びの保障は大事です。学びたい

人は、大人になってもいっぱいることを実

感しました。そういう意味では、学びの保

障をすることは大事と実感をした次第で

ございます。学校に戻ることだけではなく、

学びの保障をしていくことも、しっかり今

後も一人一人の子供に向き合って対応し

ていただくということをお願いしておき

ます。 

 それから、クロッカス、ネットで出てき

ます。また、僕も調べますけど、調べてく

ださい。やってはるんやったら、連携をと

っていただきたい。これは要望です。 

 次に、国際理解の話です。 

今の路線で、河平副理事の情熱を感じま

したから、頑張ってください。期待してお

ります。 

 学校読書活動です。読書ノートの件も今

の時代ですから、使い勝手のいいように、

子供たちがどんどん活字離れしています。

その辺、活字に戻ってくる、興味を引くよ

うな工夫をぜひ凝らしていただいて、今後

ともお願いします。要望としておきます。 

 キャリア教育についてです。分かりまし

た。小・中学校合わせて９年間。これも期

待していますから、引き続きお願いいたし

ます。 

 学力向上推進についてです。 

境界知能について、私も新聞を読んで初

めて知りました。例えば何か分かると、確

かにそういう感じがあると境界知能って

あると思いました。ぜひ今後、研究も重ね

ていただきながらやってください。 

 境界知能は、知能的に中学３年生ぐらい

だと言われているんです。正式な病名では

ありません。病名はないので、公的支援の

対象でもありませんけども、現実に存在す

る。子供たちの人生に係る取組となるのが

この取組と思います。ぜひ前向きに捉えて

いただきたい。お願いしておきます。 

 その上で、実は学力向上という意味では、

子供たちは勉強しようという気持ちはあ

るんやけど、結構、場所がない。家ではで

きへんのかしらんけども、コミプラでも結
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構、静かにみんな勉強しているんです。自

習室じゃないんです、あれ。でも、自習室

になってしまっています。高校生の子も多

いですし、図書館もそうです。図書館もみ

んな静かに勉強しています。あとマクドナ

ルドも、試験前になったらみんな勉強して

います。だから、家ではできへんので、各

市とも自習室を設けることをやっていま

す。茨木市も、クリエイトセンターに自習

室を設けて早々やっています。登録して、

中へ入って勉強するんです。空いている公

共施設を使って、ぜひ自習室を考えてほし

いと思うんです。これ、前も検討しはった

らしいですけども、具体的に至らなかった

ようです。考え方をお聞きます。 

 コミュニティスクールについては、一律

にはやらない、希望する学校からやってい

く。それで了とします。そういう意味では、

各学校が意欲を持ってやっていけるよう

に。地域と学校の共同活動は、本当に難し

いと思います。地域の一番の頼り手という

か、中心になってくる自治会もだんだん加

入率が減って、高齢化している中で、非常

に困難だと思います。情熱で何とか乗り切

っていただきますようよろしくお願いし

ます。これも要望としておきます。 

 教員の配置について、あと１０名、頑張

ってください。摂津市一丸となって、１０

名、何としても、草の根を分けても探して

ください。 

 あと、潜在教師がいます。結婚を機に辞

めているとか、人によっていろいろやと思

います。とにかく、答弁があったように、

自習になったりとか、担任がいないとかの

影響が子供たちに出ないように。かといっ

て、誰でもいいというわけにはいきません。

中には不適切な人もいてはるから、よく人

選をしながら、何とか草の根を分けて、探

してください。よろしくお願いします。こ

れも要望としておきます。 

 小学校施設改修についてです。 

これはうまいこと合わさったんかと思

ったら、ずれていて、残念です。 

 今後、そういう改修が、学校関係は多い

です。そういうことを念頭に置いて、ちょ

っとでも経費が安くなるように、これとこ

れは一緒にやろうとかいうのは非常に大

事な観点だと思います。そこを持っていた

だいて進めるようにお願いしておきます。

要望です。 

 次に、小学校給食事業についてです。 

何の情報も入っていないということで

す。残念ですけど、やる気は多分あると思

います。あとは国が補助を何ぼ出してくれ

るかというのを待ってると思います。これ

は我々も一緒です。とにかく早くしてほし

いです。お金がないので、できへんのは分

かっていますから、しっかり国にも要望し

ていきます。また、担当課からも国に対し

て要望を出していただきたいので、お願い

しておきます。要望です。 

 摂津市史編さんです。 

令和７年度で終了するけど、まだまだ後

の整理が続くような感じです。それだけい

ろんなものを集めているんやったら、また

それも収蔵する場所が要ると思います。 

 文化財を収蔵しているところが、鳥飼小

学校のところにあります。ちょっと小さな

小屋みたいなものの中に、土器やなんかみ

んな放り込んであるんです。そういうもの

じゃなくて、ちゃんと収蔵して、展示もで

きる文化財収蔵庫と言っていますけども、

どこか空いている建物、公共施設か何かを

利用して、文化財収蔵庫を置いていただき

たい。これは要望とします。 

 次に、放課後子ども教室、わくわく広場



- 39 - 

 

です。 

今後、どう残していくかということにつ

いては、担当課として苦労して、骨を折っ

ていただかないといけないと思います。し

っかり発展できるようにお願いします。こ

れ、なかなか難しいと思いますけど、要望

としておきます。 

 すこやかネットについても、前例踏襲と

いうのがありました。ずっと来ていますか

ら、新しい一石を投じるようなことが必要

やと思います。よろしくお願いします。こ

れも要望です。 

 次に、防災教育です。 

扱いについては、新しい教育長を迎えな

がら、またしっかり考えていただきたい。 

 私は、できたら実施していただけたらあ

りがたいと思うんです。計画としては非常

に理念の高い計画なので、お蔵にするのは

もったいないと思います。要望に止めてお

きます。 

 最後に、学習指導要領です。校長会を通

じながら、いろいろ意見交換をされている

中で、コマ数が少ないと言っているところ

もあります。いろんなことがこれから起き

ますけど、しっかり対応できるようにお願

いします。 

 小１の壁という問題があります。そうい

う話では、朝早く７時から門を開けて、態

勢を整えている。利用は、どれぐらいいら

っしゃるか分かりません。今の開門時間を

遅くすることはないようにお願いします。

できれば、そういう子供の実数は、どれぐ

らいいらっしゃるのか。７時台に門を開け

ないといけないことの実態を調べて、そう

いうことが必要なのかどうかも含めて、調

査していただきたい。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 飯野課長。 

○飯野子育て支援課長 障害児の関係で

ございます。箕面市のかるがもノートとい

うもの自体についてはちょっと存じ上げ

ておりませんが、先ほどの御説明の内容か

ら推測いたしますと、サポートブックのこ

とかと思われますので、サポートブックと

してお答えさせていただきます。 

 サポートブックにつきましては、障害を

お持ちのお子さんの障害の特性やこれま

での支援の内容といったものをまとめる

ことができる、母子手帳のようなものでご

ざいます。成長に合わせて記録することが

できる、成長ノートになっております。そ

れをまとめておき、新たに支援される方に

それを見せることで、新たに支援する方が、

そのお子様の障害の状況に応じたサポー

ト、支援をスムーズにすることができると

いうような内容になっております。 

 本市におきましては、何年前かというの

はわかりませんが、障害者自立支援協議会、

摂津市と障害福祉の事業所とかで、作って

いる団体でございますけど、そちらでサポ

ートブックの作成というのを共同で考え

まして、かるがもブックというものを既に

作っております。ただ、普及という面でま

だまだ不十分なところがあるかと思いま

すので、普及、活用方法については引き続

き検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 湯原課長。 

○湯原こども教育課長 それでは、保育所

等待機児童解消に向けた取組のうち、新規

採用保育士給付金制度に関して御答弁さ

せていただきます。 

 こちらは、民間保育施設に対する保育人

材の確保に係る給付金として４，０００万

円を予算計上させていただいております。 

 この目的としまして、保育士の人材確保
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と、あと離職防止を図るという目的であり

ますことから、この給付金の大枠の内容と

いたしましては、保育士一人当たり５年間

で最大１００万円を支給するといった内

容となっております。１年目から３年目に

つきましては年額２５万円、４年目、５年

目につきましては年額１２万５，０００円

を支給する内容となっております。 

 また、当該給付金につきましては、近隣

市と同様に、時限的なものと考えておりま

す。 

 予算の積算根拠につきましては、毎年、

新規採用４０人と見込んでおりまして、令

和６年４月１日採用者につきましては、最

大５年間としまして、１年当たり２５万円、

２５万円掛ける４０人分の１，０００万円。

同様に、令和５年４月１日に採用された方

は令和６年４月の基準でいきますと、雇用

２年目になりますので、対象としては４年

間のみ、この給付金を受けていただくこと

ができるということで、この方についても

２５万円掛ける４０名分の１，０００万円。

こういった形で、５年間遡及して対象とさ

せていただきたいと考えており、令和２年

４月１日の採用者については、令和６年４

月では、５年目という期間になり、１年間

のみの対象となりますので、１２万５，０

００円掛ける４０人分、５００万円と、こ

ういった予算の積上げで、令和６年度分と

して４，０００万円を計上させていただい

ております。 

 また、保育士の配置基準の見直しに関す

るお問いでございます。こちらは、こども

未来戦略を受けまして、配置基準において

最低基準の改正を行うこととされており

まして、令和６年４月１日から施行される

予定です。公布については３月上旬という

ことで、もう間もなくと考えております。

当面の間、従前の基準で運営することも妨

げないとする経過措置を設けると伺って

おります。 

 こちらにつきましては、幼児教育、また

保育の質の向上に資するものと認識して

おりますが、やはりさらなる保育人材の確

保、また待機児童の解消との関係につきま

して懸念しているところでございます。 

 続きまして、病児保育に関するお問いの

中で、（仮称）こども誰でも通園制度に関

するお問いでございます。 

 まず、こども誰でも通園制度は、ようや

く事業の概要が明らかになってまいりま

したので、こども誰でも通園制度の事業実

施に向けた準備、検討を行う必要があると

考えております。 

 この制度の対象となる子供というのが、

基本的には保育所等に通っていないゼロ

歳６か月から満３歳未満となっておりま

すので、まずはこの必要量の推計が必要と

なります。 

 あと、国としては、この事業実施場所の

想定として、保育所、認定こども園、幼稚

園、地域子育て支援拠点事業所等で実施す

ることを想定しておりますので、事業を実

施する事業所の検討であったり、実施に向

けた事業所との調整も必要になってこよ

うかと思っております。また、事業所との

調整で、提供量の確保、また施設整備等、

この数年の間に検討する必要があると考

えております。ただ、やはり安威川以北圏

域では待機児童が発生していることから、

まずはその解消を優先することになるか

と考えております。 

 令和８年度に本格実施となりまして、令

和７年度には地域子ども・子育て支援事業

の一つとして位置付けられる予定となっ

ております。事業所との連携を密にしなが
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ら、その意向も確認した上で、検討を進め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 学力向上に関

わって、自習室についての内容について御

答弁申し上げます。 

 学校教育に関して申し上げますと、子供

たちが自主的に学ぶ場所を提供するため

に、例えば小学校では学習サポーターを活

用した放課後学習広場の設置であったり、

中学校では学校図書館の開放などをして

いる学校がございます。 

 学校教育課としましては、学校外で学ぶ

機会の提供のために、このたび摂津ＳＵＮ

ＳＵＮ塾に英語の時間を追加し、充実を図

っているところです。子供たちの学力向上

のためにも、落ち着いて学ぶ場所が必要で

あるということは認識しています。 

 以上です。 

○村上英明委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 これで終わりにします。

かるがもノートの件です。 

ちゃんとやっていただいているという

ことで、評価します。 

 吉田さんが障害福祉課長のときですか

ら、大分前の話です。しっかりそういう情

報が伝達できるシステムも作っていただ

いているんやったら、活用をお願いしてお

きます。これは要望です。 

 次に、何や言うても、やっぱり待機児童

です。待機児童ゼロを主要命題として、も

う何年言うてんやろうというぐらい言う

ています。令和６年度は無理やとしても、

令和７年度には目指すということで、お願

いしておきます。 

 こども誰でも通園制度もしっかりお願

いします。 

 学力向上についてです。 

自習室の必要性、そういう勉強する場所

の必要性は分かっていただいていると思

います。今、学校とかいろいろなところで、

放課後に自習ができる場所の提供をして

いただいていることは評価します。今後と

も、勉強ができる場、自習できる場をしっ

かり確保していただきますようにお願い

して、要望としておきます。 

 以上で終わりです。 

○村上英明委員長 藤浦委員の質問が終

わりました。 

 次に、松本委員。 

○松本暁彦委員 これまでの各委員の質

疑もございまして、省略できるところは省

略して、簡潔にやっていきます。 

 １番目、学力向上の取組です。これは、

令和６年度当初予算主要事業一覧７ペー

ジに学力向上の取組があります。昨年の決

算時、私の質疑にて、教育長は、学力課題

に関して、伸びている小学生が中学校に入

り、中学校でどんな授業をしていくのかが

大事と言われました。具体的にどう取り組

まれているのか、お聞かせください。併せ

て、本市課題の学校外での学習時間確保に

ついて、どう改善しているのか、お聞かせ

ください。 

 ２番目、非認知能力、子どもの体育の充

実についてです。市政運営の基本方針では、

「生きる力」を育むために、こどもたちに

より丁寧に対応していくとのことです。こ

の生きる力には、非認知能力の向上は欠か

せません。 

 いじめ問題でも、コミュニケーション力

の弱さが影響している現状があり、中学校

の授業を見させてもらった際にも、グルー

プワークをしている生徒たちの間で、積極

的に関わっている子とそうでない子の差



- 42 - 

 

は明らかに見て取れます。学力以上に、社

会で生き抜くにはコミュニケーション力

を養うことが重要と考えております。 

 また、決算時に担当課は、アフターコロ

ナ対応として、コミュニケーションの機会

を増やしていくことが大事と答弁されて

います。今、コミュニケーション力を向上

させる認識で、教育委員会とは一致してい

ると考えます。具体的にはどう増やしてい

くのか、どう取り組まれるのか、お聞かせ

ください。 

 ３番目、キャリア教育推進事業です。こ

れにつきましても、私がやる気スイッチ施

策を提言してから、キャリア教育の推進に

つながって、今、当たり前のように進めら

れており、大変評価をしております。 

 会派としては、小中一貫教育、９年を見

通した教育が必要と提言をしております。

その中で、代表質問の答弁でキャリアパス

ポートという言葉が出てきております。キ

ャリアパスポートの重要性は認識をして

おります。改めて具体的な内容等について

お聞かせください。 

 ４番目、令和６年度当初予算主要事業一

覧７ページ、学習サポーターの件です。既

に内容等にも質疑があり、教員不足のとこ

ろでもお聞きしました。令和５年度は９人、

令和６年度は常勤１０人が教員不足で、今、

探しているところです。 

 昨年９月の一般質問で教員不足の質疑

を行いました。それからも一向に改善でき

ず、慢性的な欠員が続いている状況です。

これは、学校の教員定数そのものが教員の

病欠や産休などでいなくなることを考慮

していない、構造的な問題です。その構造

的な問題で、市教育委員会が四苦八苦して

いる現状と思います。 

 そこで、大阪府へ改善を求めていくべき

だと前回の一般質問でも言っております。

教員不足の解消について要望とかしてい

るのか、その点、お聞かせいただきたい。 

 ５番目、令和６年度当初予算主要事業一

覧７ページ、オンライン教材です。 

 中学校の各校へ普及していく考えを述

べられました。普及に当たって、まず、ど

う評価をしていくのか。当然、学力という

点で、英語の能力向上を図るということで

よいのでしょうか。向上が見られなければ、

また別のものを検討するのか、お聞かせく

ださい。 

 併せて、令和４年度のチャレンジテスト

全国学力・学習状況調査です。英語だけで

なく、数学や国語も低い状況です。そこへ

の支援はどう考えているのか、お聞かせく

ださい。 

 ６番目、令和６年度当初予算主要事業一

覧８ページ、学校給食の喫食率向上の取組

です。これは、以前からもずっとお聞きし

ております。引き続き、デリバリー方式で

す。喫食率の推移等も踏まえ、令和６年度

の取組についてお聞かせください。 

 ７番目、小中学校通学区域等調査です。

これも令和６年度当初予算主要事業一覧

８ページあります。安威川以北の調査の必

要性についてはどう考えているのか、お聞

きします。 

 ８番目、図書館事業についてです。これ

は学校教育課にもありました読書活動の

推進で、図書館側から小・中学校とどう連

携して、読書推進をされようとするのか、

お考えをお聞かせいただきたい。 

 ９番目、就学前教育の取組でございます。

就学前教育推進事業で、令和６年度の取組

の要領と、小１スタートカリキュラムがよ

うやくできて進めているということです。

どのようにされるのか、お聞かせください。 
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 １０番目です。アウトリーチについての

内容は理解いたしました。こちらについて

は、孤立家庭を防止する観点で、これまで

提言をしており、その具体化をされたとい

うことで評価をしております。 

 これで大事なのは、ネットワークという

言葉がキーポイントと思います。具体的に

それぞれの連携について、どのようになっ

ているのか、お聞かせいただきたい。 

 １１番目、つどいの広場についてです。

令和６年度は、公設２か所、民設１０か所

の合計１２か所を開設していくというこ

とです。 

 実際、どれだけの方がつどいの広場を利

用しているのか、利用状況についてお聞か

せいただきたい。対象となる方がしっかり

と認知し、利用されているのか、お聞かせ

いただきたい。 

 １２番目、初回産科受診料の助成につい

てです。非課税世帯等で、２０世帯から３

０世帯で補助対象を計上しているという

ことです。 

 なぜ所得制限を設けるのかというとこ

ろです。２人、３人の子供を持っておられ

る家庭は、経済的負担も大きいものと考え

ております。全ての妊産婦へ助成をしよう

とはならなかったのか、その経緯と理由に

ついてお聞かせください。 

 １３番目、こども計画、出生数について

です。令和５年度の出生数が過去最低を更

新しているということです。摂津市の令和

５年度出生数の推移についてお聞かせく

ださい。 

 最後、１４番目、学童保育に関わるとこ

ろです。千里丘一帯は、千里丘小学校の建

て替えが学童保育にどう影響しているの

か。千里丘東地域においてはマンション建

設も進む中、千里丘地域、千里丘東地域一

帯の人口増への対応についてどうお考え

なのか、お聞かせください。 

 質問は以上です。 

○村上英明委員長 では、答弁を求めます。 

 松本参事。 

○松本学校教育課参事 それでは、１番目

の学力向上に関わり、中学校の授業をどの

ようにしていくのかという御質問にお答

えいたします。 

 まず、授業改善の方向といたしましては、

学習指導要領に示されております主体的、

対話的で深い学びに向けた改善というこ

とで取り組んでまいります。 

 具体的には、主体的という部分では、先

生が一方的にレクチャーするのではなく、

生徒が自己選択、自己決定ができるような

場面を設定する。そして、対話的という部

分につきましては、自分自身との対話、教

材との対話、そして友達、他者との対話と

いう場面設定を考えた授業設計を行って

まいります。 

 また、習熟度及び個に応じた授業なども、

実際に取り組んでいるものを継続して取

り組んでまいりたいと考えております。 

 さらに、学校外での学習時間についての

お問いでございます。こちらにつきまして

は、まず市としましては、やはり摂津ＳＵ

ＮＳＵＮ塾で学習機会を設けること、そし

て各学校の好事例を共有している例とい

たしましては、中学校の定期テストに合わ

せて、小学生にも家庭学習ウィークという

ことで位置付けて、家庭学習の習慣を身に

付けるという取組を継続的に進めてまい

りたいと考えております。 

 続きまして、２番目の非認知能力につい

てでございます。コミュニケーション力を

つけるために、具体的にどのようなことに

取り組むのかというお問いでございます。 
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 こちらにつきましては、現在、全校的に

子供が主役の学校づくりということを推

進しているところでございます。その具体

的な内容といたしましては、よりよい学校

づくりをするに当たって、子供たちの話し

合い活動、こちらに取り組んでいるところ

です。主に国事業で取り組んでいる第五中

学校の好事例を、全校区で共有して、普及

してまいりたいと考えております。 

 ３番目、キャリア教育について、キャリ

アパスポートの具体的な内容についてで

ございます。 

 こちらは、小学校から高校までのキャリ

ア教育に関わる学習状況について、子供自

身が記録をし、そして先生もコメントを書

き、子供が自分自身の変容や成長を自己評

価できるように工夫されたポートフォリ

オのことでございます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 田中参事。 

○田中学校教育課参事 ４番目の大阪府

教育委員会にどのような要望を上げてい

るかという御質問にお答えさせていただ

きます。 

 大阪府都市教育長協議会から大阪府教

育委員会に上げている要望の一つとして、

教員の処遇改善が挙げられます。具体的に

申し上げますと、教諭であったり、教頭、

校長、それぞれ職階の号給に応じた手当、

いわゆる義務教育等教員特別手当の増額、

さらに給特法を見直し、教員の勤務実態を

踏まえた、現在は４％の教職調整額の増額、

また問題行動への対応など、組織的に対応

が必要な時間については、時間外勤務手当

の支給などを大阪府教育委員会に求めて

おります。 

 以上です。 

○村上英明委員長 武田課長。 

○武田教育支援課長 ５番目のお問いの

前半部分、英語の学習ツールの評価をどう

していくのかという部分について御答弁

申し上げます。 

 結論から申し上げますと、学力テスト等

の点数が、この英語学習ツールを使うこと

で直ちに上がるというところを評価の対

象とはしておりません。もちろん、そうな

ってほしいという思いは持っております

が、今回の導入を予定している英語学習ツ

ールＢＡＳＥ ｉｎ ＯＳＡＫＡには、児

童・生徒の学習状況を学校や教育委員会が

把握することができるようになっており

ます。例えば、新しい問題に何問チャレン

ジしたのか、あるいは一度Ｃと判定された

んですけれども、Ａになろうと思って何回

も繰り返し頑張った、そういった努力の評

価がポイントとして表示されるシステム

になっております。 

 先日の西谷委員の御質問の中でも触れ

ましたが、留学生の交流とか、子供の意欲

を高めるための取組であったり、モデル校

で実施した授業の工夫、課題の出し方、そ

ういったものと子供をたちの活用状況の

変化を市内の英語担当の教職員で共有し

ながら、モデル校での取組が子供たちの学

習意欲にどうつながっていったのかとい

うのを評価していきたいと考えておりま

す。 

○村上英明委員長 松本参事。 

○松本学校教育課参事 同じく、５番目の

お問いの中に、数学、国語、英語について

の取組をどうするのかということがござ

いました。こちらにつきましても、先ほど

御答弁いたしました授業の改善をもちろ

ん推進してまいりますとともに、その内容

といたしまして、子供たちが知りたい、聞

きたい、学びたいと感じられるような教材
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作成等にも取り組んでまいります。また、

その授業の中への学習支援としては、先ほ

ど来から出ております学習サポーター等

の支援人材の活用もしてまいりまして、他

の教科の支援もしてまいりたいと考えて

おります。 

○村上英明委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 ６番目の中学校給

食についてのお問いに御答弁申し上げま

す。 

 まずは喫食率についてでございます。令

和４年度は、６．８％でございましたが、

本年度に入りまして急激に増となり、１学

期は８．８％、２学期は９．２％にまで上

がってございます。月別でもデータをとっ

ておりまして、１２月には目標であった１

０％を超え、１月９．５％、２月は１０．

２％と非常に高まってきているような状

態でございます。 

 令和６年度の取組といたしまして、これ

までデリバリー給食の課題でございまし

たお代わりをしたい子がお代わりができ

ないということに対応いたしまして、同じ

値段で御飯の大盛りを実施させていただ

くものでございます。 

 今年の新入学説明会において、その話を

御説明させていただきますと、親御さんか

らは喜びの声をいただいておりますので、

来年度には目標を達成できるようになる

のではないかと期待はしております。 

 私どもは、この喫食率の数字を追ってい

るのではなく、子供たちに栄養のあるもの

を届けたいと思っておりますので、そのこ

とは忘れず、念頭に置きながら進めてまい

りたいと考えております。 

 ７番目、安威川以北での調査の必要性に

ついてでございます。 

 安威川以北だけでなく、全１５校、いず

れについても言えることではございます

が、毎月生まれたお子さん方の数字を校区

別に把握をしておりまして、それぞれ学校

の人口推移というものを住民基本台帳上

から分かる範囲では作成し、推移を見てお

ります。特に第三中学校区、千里丘小学校

につきましては、健都のマンションができ

た頃から増えておりますので、令和２年度

に人口調査等を実施いたしました。その折

には、ちょうど千里丘駅前西地区再開発の

情報が入ったところでございましたので、

そこを踏まえての人口推計を出すことが

できております。したがいまして、第三中

学校につきましては、おおむね将来的にも

見越しておる次第でございます。 

 第一中学校区につきましては、摂津市駅

前の大規模マンションもいったん落ち着

いてきまして、今はピークを越えたような

状況でございます。まだまだ味舌小学校区

についても推移を見ていかないといけな

いと思っておりますが、安威川以北を中心

とした校区変更も含めた調査については、

今のところは実施はしなくてもいいのか

と考えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、８番目の

図書館側として、小・中学校との連携につ

いてどのように考えているかにお答えし

ます。 

 直接、小・中学校連携を行うために、令

和４年度より中学校の図書担当者と図書

館職員によりまして、情報共有や現状の課

題などを話し合う場としまして、図書担当

者会議を設けております。また、図書館と

小学校との連携を強化する目的で、図書館

への距離が遠い小学校に対しまして、本を

配送する事業を行っております。 
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 全ての子供に読書の楽しみを知っても

らって、主体的に読書をする習慣を身に付

けて、健やかに成長していただいただける

ように、摂津市子ども読書活動推進計画に

おける、読書活動の推進に向けて、今後も

工夫した事業を実施してまいりたいと思

っております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 中川参事。 

○中川こども教育課参事 ９番目、令和６

年度の就学前教育・保育推進事業について

お答えいたします。 

 予算計上しておりますのは、研修の報償

費及び新しい補助金の創設部分でござい

ます。 

 研修に関しましては、就学前教育・保育

実践の手引きというものを令和４年度に

改訂しており、その記念講演会ですとか、

それを広めていくという研修を２回追加

させていただきました。令和６年度も同回

数を維持したままで、これからも本手引き

の内容を周知していこうと思っておりま

すので、その分の予算をとらせていただい

ております。 

 また、予算外ではございますが、事務局

が講師として参加しまして、離職防止の観

点も含めまして、勤続１年目から５年目未

満の職員を対象に、日々の保育に役立つ遊

び等の実技研修を実施しております。こち

らも好評いただいておりますので、令和６

年度は回数を増やして実施する予定です。 

 また、新たな補助金制度でございますが、

絵本の購入に関する補助金制度でござい

ます。様々な園を訪問するたびに、絵本自

体が少ない園もあれば、絵本は多いけれど

も、行事等でみんなで見れる大型絵本がな

いという園もございます。園の裁量で、今、

自園で一番必要な絵本を買っていただき

たいという思いも込めまして、園の規模に

よって金額は変わってくるんですけれど

も、そういう補助金制度を予定しておると

ころです。 

 また、予算外ではございますが、こちら

も小学校との連携事業、接続期の教育・保

育の事業がございます。４月から２月、３

月まで年間計画を立てて、現在もまだ進行

中なんですけれども、その中で一例を申し

上げますと、コロナ禍ではありましたが、

小学校探検というものを、令和３年度から、

少しずつ実施させていただいております。

令和５年度には、教室の中にも入らせてい

ただいて、充実した取組となっております。

それ以外に、学校のほうにちょっと何かし

ら交流とか、子どもたちの心に残るような

ものが実施できないかということで投げ

かけさせていただき、各校でいろいろ考え

てくださいました。例えば、１年生の椅子

と机に座って、１年生がその横でサポート

しながら楽しいプリントをやってみると

か、校庭や体育館でマルバツゲームや一緒

に遊ぶ等のゲームをするとか、本当に様々

なことを考えてくださいましたので、令和

６年度は、この令和５年度をベースに、増

やしていくばかりではなく、今ある取組を

充実させながら、学校と園の両方の負担に

ならないことがまず大前提だと思います。

そのあたりの負担感も見据えながら、双方

にとってメリットのある取組となるよう

に令和６年度も進めていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○村上英明委員長 古賀課長。 

○古賀家庭児童相膜課長 １０番目のこ

どもつながり訪問事業の関係機関とのネ

ットワークについてお答えいたします。 

 対象世帯を訪問した際には、各家庭が抱
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えている課題に対してのアプローチに、や

はり関係機関の協力は欠かせないと考え

ております。まず事業実施に当たりまして

は、要保護児童対策地域協議会の関係機関

にもしっかり制度説明を行ってまいりた

いと考えております。例えば、経済的なこ

とですとか、就労の課題があれば、生活支

援課につなぐことになろうかと思います

し、また児童手当等の申請手続が滞ってい

るようであれば、子育て支援課につなげた

り、またネグレクトといいますか、ごみ屋

敷で極めて不衛生な状況とか、そういった

ことが発見されれば、虐待通報として、同

じ課にはなりますけれども、家庭児童相談

課の虐待対応のケースワーカーにつない

で対応することになると考えております。 

 また、日頃の見守りについても、地域の

民生委員とか主任児童委員にもお願いす

ることになろうかと思います。 

 こういった関係機関につなぐ際には、訪

問支援員、アウトリーチャーに任せるだけ

でなくて、家庭児童相談課の担当地区のケ

ースワーカーともしっかり情報共有しな

がら対応してまいりたいと考えておりま

す。 

 いずれにしましても、訪問の際には、し

っかりと困りごとを丁寧にお聞きして、ま

た家庭の状況とお子さんの様子をしっか

り確認した上で、関係機関と連携を図りな

がら、必要な支援につなげていきたいと考

えております。 

○村上英明委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 それでは、１１番目、

つどいの広場に関する御質問に対して御

答弁申し上げます。 

 つどいの広場は、主に未就園の子とその

親が気軽に遊べる場としての役割と、家庭

での育児の煮詰まりを防ぎ、保育士資格を

持った常駐職員に子育て等の悩みを相談

できる場としての役割がございます。 

 令和４年度の利用者数といたしまして

は、市内１１か所の施設の合計で延べ２万

６，９６５名、令和５年度で申し上げます

と、令和５年度１月末現在で延べ２万３，

１２２名となっておりまして、多くの親子

に気軽に利用していただいております。ま

た相談件数も、公設２か所の広場だけでも、

例年１，０００件を超える相談をいただい

ておりまして、悩み解決の場として活用し

ていただいているところでございます。 

 １２番目、初回産科受診料についての御

質問で、所得制限を設ける理由についてで

ございます。 

 この制度の目的といたしまして、経済的

支援と併せまして、早期から妊婦と関わる

ことにより、必要なときに必要な支援を行

えるつながりをつくっていくことを考え

ております。経済的な問題を抱える妊婦は、

妊娠後期から産後において関わりが必要

になることが非常に多くございます。私ど

もといたしましては、この制度をきっかけ

として、支援が必要な妊婦と早期につなが

りたいと考えることから、非課税もしくは

生活保護世帯を対象としたものでござい

ます。 

 １３番目、出生数についてでございます。 

 本市における出生数の推移についてで

ございますけれども、令和に入ってからの

数値を申し上げますと、令和元年度が７６

５名、令和２年度が７５５名、令和３年度

が７５９名、令和４年度が７２５名となっ

ております。また、年度途中ではございま

すけれども、令和５年度の出生数の状況は

さらに減少しておりまして、２月末時点の

速報値では５９９名となっておりまして、

７００名台を下回ることは確実となって
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いる状況でございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 飯野課長。 

○飯野子育て支援課長 １４番目の学童

保育に関する御質問でございます。 

 千里丘小学校の建て替えの影響でござ

います。千里丘学童保育室におきましては、

令和５年度当初で１２２人の児童が入室

し、３クラスで運営しております。そのう

ちの２クラスは学童専用棟で運営してお

りまして、残りの１クラスが解体が予定さ

れている校舎の教室をお借りして運営を

しております。そちらの教室につきまして

は、令和６年度、既存の校舎の別の教室を

お借りして運営させていただく予定とな

っております。 

 また、千里丘駅周辺の開発に伴う対応で

ございますけれども、まず西口周辺につき

ましては、健都の開発もございまして、既

に子供の人口の増加ということが見えて

おります。 

 あと、東口周辺につきましては、現在は

横ばいの状況でございますが、今後増加す

るということを見込んでおります。 

 また入室率も年々、右肩上がりで上昇し

ておりますので、そういったことを考えま

しても、今後もいずれの学童保育室につい

ても、利用数の増加を見込んでいく必要が

あると考えております。そのため、千里丘

学童につきましては、現在、新設しており

ます校舎に学童保育室としての教室をお

借りするということで、確保していただい

ております。また、摂津学童保育室につき

ましては、今年度、増設工事をさせていた

だきまして、三宅柳田学童保育室につきま

しては来年度、建設を予定しておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午後２時５４分 休憩） 

（午後３時１８分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 松本委員。 

○松本暁彦委員 ２回目の質問をさせて

いただきます。 

 １番目、学力向上の取組について、中学

校での授業と、学校外での学習時間の確保

についての改善については、御説明のとお

り、一定理解をいたしました。 

 御答弁の中で習熟度別指導というお言

葉もありました。私も習熟度別指導は、特

に中学校で必要になると考えております。 

 例えば、偏差値上位校を受験する子と、

そうでない高校を受験する子の、求められ

る学力は異なります。むしろ学力差自体は、

それぞれの個性であり、否定するものでは

なく、個々の学力を認めた上で必要な授

業・指導をして個々の学力を伸ばすことが

大切であると考えます。 

 決算時には、教育長も熱く受験生の体験

について語っておられ、公教育で頑張って

いきたいと答弁されております。 

 吹田市の中学校に通う子供を持ってい

る方と話す機会がありました。３年生はも

ちろんのこと、２年生でも塾に通う子供の

数が大変多いとお聞きしております。 

 塾、すなわち、それが学校外の学習時間

に反映してこようかと思います。加えて、

塾では学力別や個別指導での授業が一般

的で、個の能力を伸ばしています。 

 それと比較して、本市では決して塾通い

は多くない現状があると感じております。 

 地域性にもよりますけども、経済的な事

情など様々な要因もあります。あくまでも

塾というのは民であり、各家庭の判断です。 

 そういった本市の状況を踏まえ、公で本
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市の課題を克服するには、他市以上に学校

において、個々の能力に寄り添った丁寧な

指導しかないと考えます。それが習熟度別

授業・指導です。実際に習熟度別指導・授

業は、成績向上に貢献すると多く評価があ

ります。ただ、実施に当たっても、なかな

か中学校では課題が多いと認識しており

ます。 

 そこで、習熟度別指導の効果と中学校で

の実施においての課題について、どう考え

ているのかお聞かせください。 

 ２番目、非認知能力の向上についてです。 

 コミュニケーションの機会を増やして

いく、話の場等を増やしていくということ

で理解をいたしました。 

 答弁の中で、第五中学校区での取組を普

及していくとおっしゃられました。第五中

学校区の取組、その具体的内容、よかった

点、そして、その他校区に少しでも早く普

及する必要があると思うんです。その手だ

てはどう考えているのかお聞かせくださ

い。 

 続きまして、３番目です。キャリアパス

ポートの件です。 

 自己評価について、小学校から高校まで

持っていくもので、９年間、見通した教育

の大きな手段になると思います。 

 キャリアパスポートで書かれたことを、

我がこととして、さらに思うようになるに

は、人前で発表するということも重要かと

考えます。 

 人前で話す力を養うことも生き抜く力

には必要で、コミュニケーション力にもつ

ながります。 

 また、人前で発表することで、一層真摯

に子供たちは考え、また、他の子供の考え

を聞き、お互いに切磋琢磨できます。 

 いいこと尽くしだと思います。それにつ

いてどうお考えかお聞かせください。 

 ４番目、学習サポーターの件です。実際

に、教員不足の件です。大阪府への要望に

ついては理解をいたしました。 

 大阪府は、今、公立高校をどんどん潰し

ている状況で、非常に残念であります。 

 そこで浮いた予算をしっかりと教育に

もっともっと力を入れるべきだと思いま

す。 

 そこについては、摂津市の教育委員会で

も議会から突き上げられていると、もっと

もっと大阪府教育委員会に言っていただ

きたい。 

 慢性的な教員不足は、子供の教育にとっ

ては適切ではないと考えます。子供の教育

のためにも、しっかりとそこはやっていた

だきたい。 

 いろいろと現場を回る中で、研究校指定

で加配教員がいて、結構助かっているとお

聞きをします。研究校をどんどん増やして

いって、加配教員を増やしていく手法も一

つと思います。ぜひ、教育委員会として、

研究をするのはいいことだと思いますの

で、人員の確保も併せて、どんどん取り組

んでいただきたい。これについては、要望

とさせていただきます。 

 ５番目、オンライン教材、英語の導入に

ついてです。単純に、すぐ英語の点数につ

ながるものではないということです。結果

につながることと、英語の意欲向上と、教

員との連携につながっていくんだと理解

をいたしました。 

 私も、英語に力を入れること自体は決し

て否定するものではないです。前回の決算、

今回の予算も踏まえ、英語の教育支援につ

いて、予算が偏っている印象を受けます。

あくまでも数字を出しているわけじゃな

いんで、感覚的です。 
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 英語は第二言語であって、第一言語は、

日本語、国語です。チャレンジテストも学

習状況調査を見ても、国語が一度も全国平

均を上回っていない状況です。 

 摂津市としては生きる力を育むという

ことで、最も必要なのは、国語だと思うん

です。 

 一般的に、国語力、例えば就職試験でも

エントリーシートの書き方、面接でも、問

われるのは、国語であって、国語力によっ

て生涯年収の差がつくと思っております。 

 バイリンガルの方は、よく英語脳がある

とお聞きします。一般的な人は、英語を聞

いて、頭の中で国語に変換して、そしてま

た国語から英語に変換して口に出すとい

う手法です。国語力を培っていないと、英

語でのコミュニケーションもできない。で

きる方もいるかもしれませんけど、大抵の

人は、国語あっての、英語になってこよう

かと思っております。 

 まずは生きる力において、国語力を高め

ることが優先的に高いと思います。 

 教育支援課は、教育総務部全体の方針、

考え方と思います。教育支援活動も、ぜひ

力を入れていただきたい。 

これは河平副理事、もしくは部長に質問

です。生きる力の中で、国語力をどう位置

付けているのか、令和６年度、国語力は全

国平均を上回るんだという意気込みを聞

かせていただきたい。 

 何も英語を否定するわけでなく、これ自

体は結構かと思います。しかし、生きる力

を養う国語というところに、どこまで真摯

に取り組んでいるのか、お聞きしたいので、

よろしくお願いいたします。 

 ６番目の中学校給食についてです。 

 喫食率の向上については、１２月は１０．

２％、ついに目標としていた１０％を超え、

高く評価をいたします。 

 令和８年度まで続くということです。大

盛りも入れたということで、しっかりと子

供たちにとって、よりよいデリバリー方式

の給食を要望します。 

 給食センターについてです。これは代表

質問で、災害時の炊き出しとか、食育の研

修機能とか、地域等の要望の必要性等も要

望させていただきました。改めてその点に

ついて、教育委員会としてどう考えている

のかお聞きします。 

 ７番目、小中学校通学区域等調査につい

てです。安威川以南の調査の必要性は、一

定、理解をいたしました。第三中学校につ

いては見通しをしている、第一中学校につ

いてもというところです。 

 これについては、先ほどの出産育児課で

答弁がありましたけれども、令和５年度の

出生数が２月で５９９人、３月を含めても、

恐らく６００人前後です。令和４年度から

１００人近く減っています。コロナ禍の影

響もあるけど、すごく恐ろしい数字だと思

うんです。これについては、全ての教育関

係に関わってくると思っております。 

 大きく修正する必要も出てくるレベル

の出生数の低さです。そこはぜひ考慮して

いただきたい。 

 通学区域で、これまでいろいろと出てお

ります自転車通学とバス通学についてで

す。 

 千里丘新町の方から、第三中学校への通

学は遠いので自転車がどうなのかってい

う話や、統合に向けた鳥飼新町地域から鳥

飼小学校への通学課題を挙げられていま

す。その点についてはどう考えられている

のか、お聞かせください。 

 ８番目、図書館の小・中学校との読書連

携についてお聞きをいたしました。 
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 ぜひ、しっかりと進めていただきたい。 

 その上で、就学前教育施設と図書館との

連携も非常に重要になってくると思いま

す。先ほど絵本購入という話もありました。 

 読み聞かせは、小さい頃からの習慣化が、

重要になってきます。就学前教育施設と図

書館との連携についてはどうお考えなの

かお聞きします。 

 ９番目、本当にしっかりと進めておられ、

今の取組については、大変評価いたします。 

 私は、就学前教育については大変重要で

あると考えております。そこでの学びの基

礎力を培うことは、次の大きなステップに

つながっております。 

 内田伸子先生の論文で、学力格差は幼児

期から始まる。幼児調査に参加した５児を

小学校１年生の３学期まで追跡したとこ

ろ、幼児期の語彙力と読み書き能力と語彙

得点は、小学校の国語学力に因果関係を持

って影響する。また、語彙の豊富さが学力

基盤であることが明らかになった記述が

あります。 

 脳科学でも、脳の発達が著しい幼少期に

適切な教育環境を提供することで、地頭の

よい子となり、将来における成功要因にな

ると指摘されております。 

 就学前教育の向上が、本市の学力課題を

解決すると考えております。ただ、それに

ついては、私立園が大半であり、それらの

協力が欠かせません。 

 例えば、市内のある私立園で、語彙力向

上の取組で、漢字遊びを受けた子供の保護

者にアンケートを取って、語彙力が上がっ

たという回答が半数を超えたとお聞きし

ております。それ以外でも、就学前教育に

おいては、各公・私立園での独自ですばら

しい取組をしております。 

 課題は、それらの取組が各園止まりであ

ることです。それらについては、情報共有

を行う場が必要と考えます。 

 それぞれのよい取組を情報共有するこ

とは大変有意義であり、市全体の就学前教

育の向上に資するものと考えます。 

 議会でも、市に反映する・しないにかか

わらず、先進事例を視察して学ぶ機会は、

大変重要であると認識しております。そう

いった情報共有の場について、どうお考え

なのか、お聞かせください。 

 １０番目、家庭児童相談課のアウトリー

チャーの連携の取組については、理解をい

たしました。 

 これも含め、新しい母子施策の取組につ

いては、大変高く評価しております。 

 これは部長に要望です。しっかり今、児

童虐待防止の取組が進んでいる中で、人材

についても育っていると思います。人事異

動で急に力が減ることがないように、しっ

かりと体制の質が維持できるように頑張

ってもらいたので、引き続き、家庭児童相

談課の児童虐待防止の取組を推進するこ

とを要望して、この質問は終わります。 

 １１番目、未就園児のつどいの広場の件

です。令和４年度で、約２万６，０００人

と、令和５年度も既に１月で約２万３，０

００人です。非常に多くの利用者があり、

ニーズがあると理解いたしました。これは、

引き続き、しっかりとやっていただきたい。 

 就学前教育の重要性は先ほども述べま

したけども、一人でも多くの子供たちが就

学前教育を受けていただきたい。そういっ

たところに関して、照会、アプローチは、

どのように考えているのかお聞きします。 

 １２番目、初回産科受診助成の趣旨につ

いては理解いたしました。これについては、

特に反対するものでもございません。 

 しかしながら、昨年の吹田市の事例でも
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ありました。詳細は忘れたんですけど、子

供の支援給付において、非課税世帯のみで

なく、いわゆる一般的な、課税世帯にも支

援を市独自で出したという経緯がありま

す。それについては、税金を納め、頑張っ

ている自分たちが、少子化対策に貢献をし

ているんだというところです。国は何も見

てくれないのかという不満が、吹田市議会

議員等に多々入り、吹田市を動かしたとお

聞きしております。 

 ある記事を紹介します。これは、給与や

退職金・年金に関する手取り資産をファイ

ナンシャルプランナー深田氏が試算した

ものです。額面年収７００万円の人におけ

る２１年間の手取りを試算したところ、額

面年収はずっと同じ７００万円なのに、手

取りは２００２年には５８７万円あった

ものが、２０２３年には５３６万円に激減

し、２１万円の減収となっております。 

 これは、日本の給与水準が増えない中で、

増加し続ける社会保険料や消費税など、増

税プラス、ステルス増税と言われる中で、

家計がどんどん苦しくなっている実情が

ある。そこについては、やはり考えていく

べきと思っております。 

 ただ、今年度２月で５９９人と、非常に

深刻化する中で、市として少子化対策にし

っかりと取り組んでいるんだ、子供ができ

たことは喜ぶべきものというところで、そ

こに、所得制限を設けるのは、いかがなも

のか、やはり疑問に思います。 

 ぜひ、今後は、制度の意義として、おめ

でたい、祝うという趣旨で、制限なしを検

討していただきたい。これについては要望

とさせていただきます。 

１３番目、出生数についてです。令和５

年度、２月で５９９人。令和４年度は７２

５人なので、本当に疑うような数字です。

これは、コロナ禍での影響も大きいと考え

ております。 

 令和６年度も、非常に厳しい状況が続い

ていくと思います。 

 こうなってくると、待機児童の話も、自

然解消になってしまうだろうし、それどこ

ろか、もう二、三年のうちに、就学前教育

施設存続の議論すら始まっていくのでは

ないかと。 

 その後に来るのが、小・中学校の統廃合

の話で、非常に本市の教育施策を変えてい

く可能性があり、大変危惧をしております。

それに対応する計画をしっかりと準備を

していかないとと思います。 

 それを踏まえ、今後の子育て支援教育に

及ぼす影響について、併せて子供が一人の

世帯が多いので、より多くの子供を産んで

もらうことが大切だと認識をしておりま

す。（仮称）摂津市こども計画の反映につ

いて、総括的に大きなことになるので、部

長答弁でお願いをします。 

 １４番目の学童保育の件です。 

 千里丘小学校の建て替えの影響は、しっ

かりと対応しているということで、理解い

たしました。 

 また、千里丘地区、千里丘東地区の他の

人口増への対応については、ピークに至っ

てないところもあろうかと思います。 

 そういった意味で、我々会派は、ずっと

提議しています、千里丘一帯の、子供の居

場所の確保が必要と考えております。 

 旧三宅小学校跡地で耐震化されていな

い校舎が残ったりと、まだまだ利用できる

空間があります。そういったところで、Ｐ

ＦＩなどで、子供の居場所の確保と併せて、

将来的な子供減も踏まえた高齢者等の交

流施設を検討する必要があると考えてお

ります。これについてどうお考えなのかお



- 53 - 

 

聞きします。これも、部長答弁でお願いし

ます。 

 質問は以上です。 

○村上英明委員長 では、答弁を求めます。 

 松本参事。 

○松本学校教育課参事 それでは、１番目

の習熟度別事業について、中学校における

効果と課題についての御質問にお答えい

たします。 

 まず、効果といたしましては、学級集団

を分割することから、きめ細かく一人一人

の生徒の課題を見取ることができ、そのつ

まずきポイントについて、即時にフィード

バックしやすくなるということが、一つ目

の効果としてございます。 

 また、指導の中で、子供たちの学び方の

個性について気づきやすくなるという利

点もございます。 

 例えば、じっくりと考えることで理解度

が深まる生徒ですとか、見ることで理解度

が深まる、聞くことで深まる等の、そうし

た学び方の個性に気づき、手だてを打ちや

すくなるという効果がございます。 

 一方で、課題についてなのですけれども、

やはり集団を分けることから、教員の数を

確保しなければならないということがご

ざいます。 

 そして、集団を分けて、それぞれ授業進

度が非常に差がつくというのもいけない

ことですので、授業進度を合わせる工夫に

ついても、一定、やっていかなければなら

ないことになろうかと思います。 

 そして、また、これは課題というか、注

意点でございますが、やはり学ぶに当たっ

てのプロセスに対する支援でございます。

目標を下げることにならないよう注意は

しなければならない、これも課題の部類に

なろうかと存じます。 

 続きまして、２点目の第五中学校区の取

組についての具体性でございます。 

 こちらは、国事業の委託を受けて取り組

んでおるものです。まず、取組の大枠とい

たしましては、従来、教員主導で行ってい

たものを子供に委ねて、子供が主役の学校

づくりを行うというものでございます。 

 具体的には、小学校も中学校も取り組ん

だのは、まず、運動会・体育祭の種目を新

しく自分たちで発案・企画したり、子供た

ち自身のアイデアで取り組んだこと。また、

周年行事がたまたまあった学校におきま

しては、キャラクターを子供たち自身で募

集して、その中から選んで決定したという

ようなエピソードもあります。そして、第

五中学校においては、生徒会がこれまで取

り組んでいないことで、こんなことをやっ

てみたいというアイデアを、この指とまれ

プロジェクトということで、全校生徒に、

こんなことを何月何日にやるんで、やりた

い人、集まってくださいというような、子

供たち自身が自ら発案して取り組む行事

などが報告されております。 

 それらを普及する手だてですけれども、

本市においては、小・中学校１５校に魅力

ある学校づくり担当者を設定しておりま

す。その担当者連絡会を定期的に開催し、

そうした第五中学校の事例を第五中学校

と鳥飼小学校、鳥飼東小学校の担当者から

発表していただくなどして共有し、また各

校に持ち帰って、実現可能なものについて

は、取り組むという普及の仕方を今、進め

ているところでございます。 

 そして、３点目のキャリアパスポートの

内容を発表することについての御質問に

お答えいたします。 

 こちらは、子供たち自身が夢や志を発表

したり、仲間のそうした思いを聴くことに
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より、非常に触発される、よい取組かと思

います。 

 キャリア教育の中で、自分たちが職種体

験等で学んだことについて発表し、プレゼ

ンし、共有するというような取組について、

進めているところでございます。 

 このキャリアパスポートそのものにつ

きましては、自分自身の振り返りや成長を

図る自己評価というもので、主な狙いとし

ては、自分自身との対話で進めていくもの

ですから、即座にそれを発表する材料とす

るかどうかは別といたしまして、そういっ

た夢や志を発表するというのは、非常によ

い取組かと認識しております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 ５番目の御質

問の生きる力を育む中で、国語力の向上に

対する意気込みについて御答弁申し上げ

ます。 

 国語については、対話力や読解力、語彙

力、思考力もそうですけども、様々な力を

育むことにつながって、全ての教科の基礎

となるものと考えております。 

 その内容につきましては、学習指導要領

の中にも言語活動の充実ということで示

されておりまして、言語というものは国語

そのものでございます。 

 その中で、本市におきましても、小学校

でも多くの学校が国語の研究に取り組み、

研究授業や研究発表等を行っているとこ

ろです。 

 また、本市としましても令和４年度まで

に、国事業の「学力向上のための基盤づく

りに関する調査研究事業」を受け、その中

でも、魅力ある言語活動の充実について取

り組んできました。 

 その取組の内容については、読解力向上

を目的に取り組み、各学校に普及を努めて

きたところでございます。 

 中学校におきましても、教科の特性はい

ろいろありますけども、全ての学びの基礎

となりますのは国語になりまして、やっぱ

り国語力を高めていくことは重要である

と捉えております。 

 教育委員会といたしましては、これまで

小学校で学んできたことなどを、中学校で

も積み重ねていくことで、小・中学校が連

携して、国語力を中心とした学力向上に取

り組んでいきたいと思います。 

 そのようなことを通して、子供たちがこ

の社会を生き抜く力が育めるように取り

組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 安田部長。 

○安田教育総務部長 私からも、少し答弁

をさせていただきます。 

 私も、令和５年度の文教上下水道常任委

員会の皆様の視察に、同行させていただき

ました。東京都世田谷区で、教科「日本語」

の授業を拝見させていただきました。 

 そこで、子供たちが日本語に親しみ、国

語についてしっかり考え、また、話すこと

に取り組んでいる姿を拝見させていただ

きました。 

 やはり国語・勉強だけでなく、話す力、

コミュニケーション力も大事だと。これか

らの生きる力の基本となってきますので、

我々教育委員会としても、その辺、しっか

りと取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

○村上英明委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 給食センターの機

能についての問いでございます。 

 今、市の財政状況が、たくさんのハード

事業がある中で、給食センターの機能につ
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いては、必要最低限の機能であるというこ

とは、職員として、当然、認識をしており

ます。 

 しかし、やはりこれまでも申しておりま

したが、食品を置いていること、また、能

登半島の地震の例でもそうではございま

すが、温かいものを提供できる可能性があ

る施設として、防災の視点において、何も

しません、何も考えませんということは、

難しいと思っております。 

 少なくとも、備蓄ローリングストックに

ついては、実施可能ではないかと、これま

でにも申し上げておりましたが、それだけ

ではなく、今後、設計等の中で何ができる

のか、担当課とも相談しながら、何らかの

貢献ができるように努めてまいりたいと

考えております。 

 また、食育という面に関しましては、こ

こが中学校給食の食育の発信地となれる

ように、私どもの職員も深く関わっていく

ことでございます。地域であったり、様々

なところにも発信できるような、例えば保

健福祉課の栄養士と共に、離乳食講習会で

あったり、高齢者対象の講習会ができるの

であれば、小さな会議室とかができればい

いと、担当課とも話はしています。この決

まった広さの中で、今後どのような設計が

していけるのかにも関わってまいります

ので、様々なことを検討しながら、もちろ

ん地域貢献も考えながら、取り組んでまい

りたいと考えております。 

○村上英明委員長 河平副理事。 

○河平教育総務部副理事 自転車通学・バ

ス通学の可能性について御答弁申し上げ

ます。 

 現在、第三中学校で、自転車通学は、モ

デル的に実施しております。 

 この内容も、先ほどからありましたよう

に、子供たち自身がこの課題について話し

合い、生徒会等で議案として上げて、職員

会議等で話し合い、実現につなげてきたも

のです。 

 この内容については、各中学校でも共有

しておりまして、今後、学校の取組の中で

実現していく学校も増えていく可能性は

あるかと思います。 

 バス通学の可能性についても、今後、通

学区域が広くなった場合については出て

くる可能性もあると捉えております。 

 以上です。 

○村上英明委員長 千葉課長。 

○千葉生涯学習課長 それでは、８番目の

就学前施設と図書館との連携についてお

答えします。 

 就学前施設の連携といたしまして、摂津

市立子育て総合支援センターに絵本・紙芝

居・大型絵本など、図書館の本を配送して

おりまして、乳幼児期の子供たちに本との

出会いを提供するとともに、本の楽しさを

知ってもらう取組を行っているところで

ございます。 

 その他、就学前施設ではございませんけ

ども、コミュニティプラザでの出張おはな

し会ですとか、図書館でおはなし会を未就

学児向けのイベントとして実施しており

ます。 

 先ほどから国語力は生きる力というお

話がありました。読書することは、その第

一歩だと思いますので、今後も読書の推

進・啓発を行ってまいりたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 中川参事。 

○中川こども教育課参事 ９番目の各園

の情報共有の場の必要性についての質問

にお答えいたします。 
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 事務局といたしましては、各園の先生方

が、各園への取組等について、情報共有で

きる場を提供することは、有意義であると

考えております。 

 本市全体の就学前教育・保育の質の向上

を図るためには、まずは就学前教育に関す

る各要領・指針がございます。その内容に、

まずは則りながら、また、令和４年度に改

定いたしました就学前教育・保育実践の手

引きの内容に記載させていただいてるこ

とを中心に、様々な取組を推進していくこ

とが事務局の責務であると考えておりま

す。 

 就学前施設におきましては、園により保

育の手法や理念・目標が全く異なる場合も

ございます。その１園１園の考えを尊重し

ながら進める必要もございます。 

 しかしながら、各園が情報を共有できる

場の設定は必要であると認識しておりま

すので、今後、研修や会議の中で、そのよ

うな機会をつくっていくことも検討して

まいります。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 坂本課長。 

○坂本出産育児課長 それでは、１１番目

のつどいの広場においての就学前教育へ

のアプローチ、働きかけについてでござい

ます。 

 全てのつどいの広場におきましては、国

の事業実施要綱に基づきまして、地域の子

育て関連情報の提供を行っているところ

でございます。 

 就学前教育施設を利用していない子の

保護者に対しましては、つどいの広場の職

員である保育士から、小集団での生活や経

験が、子の体や情緒の発育に大きな影響を

及ぼすことをお伝えしております。また、

２歳半や３歳半といった乳幼児健診の場

合におきましても、保健師等から集団生活

の経験の必要性をお伝えしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 大橋部長。 

○大橋次世代育成部長 そうしましたら、

私から、出生数と（仮称）摂津市こども計

画についての御質問にお答えしたいと思

います。 

 先ほど担当課長から答弁がありました

けども、出生数に補足的に関する数字を御

説明しながら答弁させていただきたいと

思います。 

 まず、先日、全国の出生数について、速

報値で７５万人ほどということで、前々年

が８０万人ぐらいで、２０２３年が７５万

人と、いずれもマイナス５％という数字に

なってます。 

 これを関西２府４県で見ますと、２０２

３年の数値ですけど、マイナス３．６％、

で、大阪府はマイナス２．７％、京都府が

マイナス７．４％、兵庫県がマイナス２．

５％、これをさらに摂津市で見ますと、摂

津市が２０２１年から２２年で、マイナス

７．３％、２０２２年から２３年で、マイ

ナス９％、そういう状況にあるということ

です。 

 全国に比べて、率がかなり高いというこ

とで、危機的な部分があるんですけど、こ

の状況をそのまま単純に見るということ

はあまり適切ではない。というのは、以前

から申し上げているんですけども、摂津市

の場合は、安威川以南と安威川以北の大き

な人口構造の違いがあると。 

 ちょっとまだ２０２３年のマイナス

９％の状況、地区別の分析ができていない

んです。先ほど担当課長から答弁申し上げ

ましたが、安威川以北は、令和元年度と令
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和４年度のこの４年間の増減率で申し上

げますと、プラス３．６％、ちなみに、千

里丘小学校はプラス１７．７％、三宅柳田

小学校もプラス４．１％です。一方、安威

川以南で見ますと、全体で、令和元年度か

ら令和４年度の推移ですけど、マイナス１

９．６％です。別府地域、鳥飼地域、鳥飼

東地域はマイナス３０％を超えてます。 

 味生小学校についてもマイナス１９．

８％という状況でございます。 

 したがいまして、安威川以北の問題につ

いては、少子化というよりも、増加を続け

るこの年少人口に対する施策です。どうい

った対応をしていくかということが重要

な部分でございます。安威川以南について

は、やはりこの著しい減少の部分をどうい

うふうに克服するかは考えていかなけれ

ばならない。 

 ただ、教育委員会で、例えばこの施策を

考えたときに、安威川以南と安威川以北で

違うアプローチの仕方をするっていうの

は、なかなか難しいわけなんです。 

 ただ、現在、市として鳥飼グランドデザ

インを実施しておりますので、この部分に

ついては鳥飼グランドデザインの中で位

置付けをすれば、理屈的には通る。 

 だから、その部分で言いますと、そこに

教育委員会として協力していくというこ

とになるかと思います。 

 ですので、なかなかこの状況を、（仮称）

摂津市こどもの計画にストレートに反映

するのは難しいかと思っているところで

ございます。 

 次に、三宅柳田小学校の土地の話です。

私がどこまで答弁できるのかというとこ

ろの問題はあるんですけれども、平成３０

年に、本市で初めて年齢別・地区別の人口

推計というのをしてます。 

 ２０１７年の実績値に基づいて、２０２

２年からは５年刻みで推計値になるわけ

なんですけども、この２０２２年も実績値

が出ておりますので、既にこの時点で、安

威川以北で言いますと、千里丘小学校とか

味舌小学校ではプラス乖離が出てます。 

 安威川以南で言いますと、鳥飼小学校、

鳥飼東小学校、味生小学校、別府小学校に

ついても、マイナス乖離になっているとい

う状況がございます。 

 この調査結果を見ても、そういう状況に

あります。もう少し長いスパンで見ますと、

安威川以北については、この年少人口につ

いて、平成３０年の段階で、千里丘駅前の

開発を加味してなかったんですけれども、

プラスの状況になっています。 

 例えば、千里丘駅前の商業施設を見ても、

かなり魅力的になるんだろうと。摂津市駅

前と比べても、相当魅力的になると。 

 摂津市駅のときも、周りにミニ開発等が

されて、それなりに年少人口が大きく膨ら

んだんですけど、この千里丘駅前西地区再

開発の青写真を見ますと、それ以上に魅力

的になっているということを鑑みれば、民

間の開発も進んでいくんじゃないかと。 

 既に、三宅柳田小学校区では、子育て総

合支援センター横にマンション計画がご

ざいますし、実際、三宅柳田小学校区は、

ゼロ歳・１歳の年齢が、増えているという

状況にもあります。 

 やはり千里丘駅前西地区再開発と、千里

丘駅と摂津市駅をつなぐこのエリア、特に

味舌地域と三宅柳田地域はツーウェーと

いうことも言えますし、かなり魅力的な立

地になりますので、開発が進むんではない

かと思います。そうすると、安威川以北全

体の年少人口も、ひょっとすると、今、想

定している以上に増えるんではないかと
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いうことも考えられます。 

 そうなってくると、千里丘地域の先ほど

の議論ですけど、学童はどうなんだという

ところも出てくるかと思います。 

 この人口推計の数値をもう少し長いス

パンで見たときには、安威川以北の年少人

口というのは、今後１０年から１５年ぐら

いは、かなり高い位置で推移するんではな

いかと思います。 

 ただ、この１０年から１５年を過ぎた段

階で、今度、６５歳以上の高齢者人口が急

激に増えていくという推計になっていま

す。 

 そういったことを鑑みますと、年少人口

の部分への対応で、高齢への人口の対応を

主として考えていく必要があるんだろう

と思います。そのときに、今、おっしゃっ

ていただいたようなところを考えていく

っていうのは、道理にかなっているのかと

思っております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。 

 ほぼ要望とさせていただきます。 

 学力向上の取組についてです。 

 習熟度別指導の効果と中学校での課題

等についてお聞きいたしました。 

 これについては、某塾のＣＭ、ＰＲの中

で、北野高校の９割が、うちの塾の塾生だ

というようなＰＲがあるんです。これを見

て、一つ思うところは、学校での教育だけ

では、公立高校に行けない実態がある。一

番人気の高い高校だからというのはある

んですけど、それ以外に、千里高校だった

り北千里高校、あるいは山田高校、そして

摂津高校についても、一定、そういった影

響はあると思っております。 

 その中で、本市の子供たちが行きたい高

校に行く、なかなか塾も行けないような子

もいる。地域性にもよりますけど、そうい

った観点で、やはり公として、やるべきこ

とをもっともっと進めていくべきだとは

思うんです。 

 その一つとして、習熟度別指導・授業を、

しんどい学校こそ、優先的に取り組むべき

と思います。 

 授業の中で、やはり低いところになると、

全体的に低くなってしまう、引っ張られて

しまう傾向があるのは、これまでの議論で

も分かるところです。本来やったらもっと

伸ばせる子が伸びなくなってしまうこと

は、非常に残念なことで、そういうところ

を避けていかないといけない。 

 ぜひ、しっかりと習熟度別指導をどうす

べきかは、もっともっと真摯に考え、公立

学校の子供たち、摂津市の子供たちが、本

当に志望した受験校に合格できるように、

しっかりと努力をしていただきたい。習熟

度別指導、そして授業等も研究されていく

ことを要望いたします。 

 続きまして、非認知能力のところです。

第五中学校区の取組についての中身も、よ

く分かりました。大変よい取組と思います。

ぜひ、進めていただきたい。 

 コト・モノ体験、そういった第五中学校

区の取組をやることによって、非認知能力

の向上を図っていただきたい。コト・モノ

体験も含め、そういうことをするには、ど

うしても財政的な支援が必要かと思うん

です。それについてはどう考えているのか

お聞きします。 

 続きまして、キャリア教育のところです。 

 ぜひ、自分たちの夢、キャリア教育の職

業体験以外でも、自分のことをはっきりと

言う場面は、ぜひ設けていただきたい。 

 就職試験でも自分のことをしっかりと
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しゃべっていく。そこで恥ずかしがってい

たら、就職はできないわけです。そういっ

たところも、キャリア教育につながってい

くと思います。 

 それは、我が会派の嶋野議員がよく言わ

れる立志式が一つの形と思います。立志式

という形にこだわらずとも、クラスの中で

言うとか、様々な場面を通して発表する機

会を提供することは、ぜひ、各学校におい

ても進めていただきたい。 

 キャリアパスポートを活用するという

観点と思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、オンライン教材の件です。 

 やはり、国語力だと思います。読解力が

なければ、数学でも文章問題を解けない、

理解についてもしかりです。そこについて

は、もっともっと、力を入れていただきた

い。別に英語は否定するものでもなく、し

っかりと進めていただいて結構ですけど

も、国語について、教育支援課としても、

何かこれだというふうに、ぜひ検討してい

ただきたい。 

 やっぱり全国平均から、チャレンジでも、

全国学習状況調査でも、国語力が低いのは、

一番の問題です。よく出口委員が言われる

ように、新聞で読解力を鍛えるとか、様々

な手法を通じて、国語力を高めていただき

たい。それで、全国平均を突破していただ

きたい。これも要望とさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、給食センターの件について

です。 

 協議会でもいろいろと議論をされてお

ります。今後、設計の中で、どう入れ込ん

でいくというのは、難しいところもあろう

かとは思います。各委員からも様々、そう

いったプラス機能を要望しておりますの

で、私からも、ぜひ検討していただいて、

よりよい給食センターの実現に向けて取

り組んでいただきたいので、要望とさせて

いただきます。 

 続きまして、通学の話です。自転車通学、

バス通学の可能性について、現状、第三中

学校で試験的に実施をしていると理解い

たしました。 

 ぜひ、今後どんどん発展していってもら

っていいと思っております。 

 体力が減っている中で、子供も歩くべき

だということもあるかもしれないですけ

ども、子供たちの体力に応じた通学が非常

に大事と思っております。 

 安全・安心を含め、今後、歩く以外に、

バス通学、自転車通学の可能性をどんどん

研究して、進めていただければと思います

ので、要望とさせていただきます。 

 続きまして、図書館のところです。就学

前教育施設との連携でお聞きをしました。 

 公立とはやっている。それぞれ絵本の読

み聞かせの広場もやっていると理解をい

たしました。 

 これは要望です。就学前教育施設は、私

立園が圧倒的に多いです。私立園との連携

は、就学前教育の充実、そして図書館との

連携においては、欠かすことはできない話

です。そこは、今後の保育教育課と連携し

て、私立園と図書館との連携をぜひ進めて

いただきたい。 

 先ほど、中川参事もおっしゃられました、

大型絵本がなかったりで、予算を取ってい

るという話です。それを図書館としてもカ

バーしてあげるのは、極めて重要なことと

思いますので、ぜひ、よろしくお願いしま

す。要望とさせていただきます。 

 続きまして、就学前教育施設です。 

 情報共有の場もしっかりと考えていく
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との答弁、ありがとうございます。 

 各私立園の個々の思いがありますので、

決して強制することはできません。 

 しかしながら、先ほど言いましたように、

研修というか情報共有の場は、極めて重要

で、知ることがそもそも大事です。それを

活用する・活用しないは、それぞれの判断

です。 

 ただ、知らなければ、活用する・活用し

ないの判断すらもできないので、ぜひ、就

学前教育の向上という観点でやっていた

だきたい。要望とします。 

 最近の就学前教育施設の入園の傾向に

ついて、お聞かせいただきたい。 

 続きまして、教育施設等の紹介について

は、理解をいたしました。ぜひ、もっとし

っかりと進めていただきたい。 

 就学前教育施設等を経ずに、小学校に行

った子は、集団生活とか、なかなか最初の

ギャップが大きいとお聞きしております。

スムーズな、小学校１年生のスタートライ

ンに立つことは、ぜひ進めていただきたい。

孤立家庭の防止という観点でも、そういっ

たところへ行ってもらうことは、すごく大

事です。地域教育にもつながってきますの

で、ぜひ、家庭児童相談課とも、アウトリ

ーチとも連携して取り組んでいただきた

い。こちらについても、要望とさせていた

だきます。 

 （仮称）摂津市こども計画について、部

長から答弁いただきました。 

 別府地域のマイナス３０％に驚きで、鳥

飼グランドデザインに入れていただき、安

威川以南グランドデザイン、それぐらい必

要と思うところです。 

 安威川以北については、開発がある中で、

新陳代謝、つまり出入りがあり、子育て世

帯が入ってくる影響は大きいと思います。 

 古い地域は、なかなか出入りが少なくな

ってしまって、地域そのものが高齢化して

しまう傾向にあります。全国的な少子化が

加速化すると、入ってくる方も、子育て世

帯がどんどん少なくなってきますので、何

とか出生数を増やすことが最終的な解決

になってこようかと思います。 

 そこは当然、国の施策にもつながってき

ますので、市としては、子育て支援をしっ

かりとやっていただきたい。子供一人の世

帯に、二人目、３人目を産んでもらうとい

うところも大事と思います。 

 一般的に言われている孤立感・不安感、

経済的な負担感等の軽減・改善について、

しっかりと（仮称）摂津市こども計画にも

反映していただきたいので、要望とさせて

いただきます。 

 最後、学童保育のところで、旧三宅スポ

ーツセンターの跡地活用の件であります。 

 これは、今後の推移等も見ていく必要は

あろうかと思います。摂津市も、これから、

どんどん財政的に厳しくなってくる。あそ

この可能性は、駅に近いので、ＰＦＩとか、

民間力の活用は、十分に可能と思います。 

 あそこで、摂津市の大きな財政負担なく、

民間活力で、そういった交流施設等ができ

ないか、あそこは非常に大きな可能性を有

しているので、ぜひ、もっともっと研究と

検討をしていただきたいので、要望とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○村上英明委員長 では、答弁を求めます。 

 松本参事。 

○松本学校教育課参事 非認知能力向上

に資するコト・モノ体験への財政的支援に

ついての御質問にお答えいたします。 

 学校教育課では、このような学校の取組
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を支援するために、学校マネジメント支援

補助金という形で、学校が体験活動を行う

ために、出前授業を行うことや、校内研修

会に講師を招聘することなどに活用でき

る予算を交付しているところでございま

す。 

 非認知能力を育むために、子供たちの体

験的学びの充実を一層進められるよう、今

後も検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○村上英明委員長 湯原課長。 

○湯原こども教育課長 就学前教育・保育

の推進に係ります御質問の、当該施設の最

近の傾向ということでございます。 

 過去５年間におけます私立幼稚園を除

く年齢別の就学前教育・保育施設の入所率

なんですけども、各年齢について、年度に

よって上下しているため、傾向というもの

はつかみづらいものと考えております。 

 令和元年度から令和５年度、この５年間

の平均で言いますと、ゼロ歳児の入所率と

しましては２０．３％、１歳児が５０％、

２歳児が５７．９％、３歳児が５７％、４

歳児が５５．７％、５歳児が５６．１％、

こういった状況にございます。 

 本市におきましては、１歳児を見ますと、

１歳児の子供のうち５０％の子供が、就学

前教育・保育を受ける機会があるという環

境にありますので、より早い時期から就学

前教育・保育実施の手引きを活用した取組

を受けることができるのではないかと考

えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 松本委員。 

○松本暁彦委員 ありがとうございます。 

 最後、要望です。 

 予算も一応、組んでいるということです。

各学校が、これからそういったところをど

んどん主体的にやっていく中で、予算が足

りないと言われないように、そこはしっか

りと財政的な支援を充実していただきた

いので、要望させていただきます。 

 就学前教育・保育施設の入園傾向につい

ては、理解をいたしました。 

 今、幼稚園等が無償化になっており、ど

んどん進めていっていただきたい。誰しも

が就学前教育を受け、漏れないように、義

務教育ではないのは課題ですけども、将来

の成功のためには必要だというところで、

進めていただきたいので、要望とさせてい

ただきます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 次に、出口副委員長。 

○出口こうじ委員 私も端的に短くしま

すので、よろしくお願いいたします。 

 ランドセル事業です。私も鳥飼西小学校

で、このランドセルを頂きました。そして、

うちは４人兄弟で、母子家庭だったんで、

母親はすごい助かっていました。ぜひ、こ

の事業を続けていっていただきたい。 

 そして、リニューアルされるということ

です。私も小学生の低学年の間、使ってい

たんです。どうしても５年生ぐらいからぼ

ろぼろになって、家庭科の授業でナップサ

ックをつくる授業があって、そのナップサ

ックを使っていました。高学年でも使える、

いいランドセルを強く要望いたします。 

 続きまして、給食です。本当に各委員の

皆さんが給食の話をたくさんされました。

喫食率の話も松本委員が質問されて、数字

を目指しているんじゃない、子供たちに、

おいしい栄養のある食事をお腹いっぱい

食べてもらいたいという熱い思いが聴け

ました。 

 給食費無償化について、ニュースで、広
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島県安芸高田市が給食費を無償化される

と出ていました。 

 本市でも、給食センター完成後は、ぜひ

給食費無償化に向けた動きを、強く要望い

たします。 

 続きまして、いじめ問題です。昨日の読

売新聞に、泉南市が子供の「救援機関」を

設置すると、虐待対応専門の記事が載って

いました。私も一般質問でいじめの問題を

質問させていただいたんです。やはり心に

すごい傷を残します。不登校や、最悪、本

市ではまだないでしょうけど、自殺、自死

を選ぶ生徒・児童が増えているので、ぜひ、

参考にして、前向きに取り組んでいってく

ださい。 

 続きまして、通学路についてです。第三

中学校の女子生徒のお母さんが、冬場はク

ラブとかで、真っ暗になるので自転車通学

での帰り道が怖いって、大分前からおっし

ゃっていたと思います。実際、それを取り

入れていただいているということで、非常

に感謝しております。 

 また、このエリアも、いろいろ検証して

いただいて、ヘルメットのプレゼントをし

てあげたりなども要望いたします。 

 そして、二十歳のつどいです。ここ数年、

限られた予算の中で、一生に一度しかない

特別な式典をいいものにしていこうとい

う姿勢に、高く評価をしております。 

 欲を言えば、もっと予算をつけて、いろ

んなことを検討していただきたいです。そ

れもなかなか難しいのであれば、提案です

けども、二十歳のつどいは、安威川以南と

安威川以北で分かれて、２部制でやってお

り、午前中で終わります。 

 文化ホールは一日中借りているので、午

後から、新成人による新成人のための催し

物を開催したらいかがかと思います。 

 内容は、新成人が、決めたらいいと思う

んです。例えば新成人のファッションショ

ーとか、せっかくＦＭ８０２のＤＪが司会

で来てくれているんですから、その方に司

会もお願いして、やったらと。 

 以上で、質疑を終わります。 

○村上英明委員長 暫時休憩します。 

（午後４時２５分 休憩） 

（午後４時２７分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 議案第２号、議案第３号、議案第１０号

及び議案第１１号の審査を行います。 

 本件について、補足説明を求めます。 

 末永上下水道部長。 

○末永上下水道部長 議案第２号、令和６

年度摂津市水道事業会計予算につきまし

て、目を追って、主なものについて補足説

明をさせていただきます。 

 予算書３６ページ、令和６年度施設水道

事業会計予算実施計画説明書をご参照を

お願いいたします。 

 まず、収益的収入でございます。 

 款１水道事業収益、項１営業収益、目１

給水収益は、前年度に比べ、２，１１４万

６，０００円の増額でございます。 

 これは、主に従量料金の増加によるもの

でございます。 

 目２受託工事収益は、前年度に比べ、１，

７２７万１，０００円の減額でございます。 

 これは、公共下水道工事などに伴う給配

水管移設工事の減少によるものでござい

ます。 

 目３受託事業収益は、前年度に比べ、６

２９万８，０００円の増額でございます。 

 目４他会計負担金は、前年度に比べ、１

２万１，０００円の増額でございます。 

 目５その他営業収益は、前年度に比べ、

２８万９，０００円の減額でございます。 
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 項２営業外収益、目１受取り利息及び配

当金は、前年度に比べ、１万９，０００円

の減額でございます。 

 目２土地物件収益は、前年度に比べ、２

６９万円の減額でございます。 

 目３納付金は、前年度に比べ、２７２万

２，０００円の減額でございます。 

 目４他会計負担金は、前年度に比べ、１，

０８５万４，０００円の増額でございます。 

 これは、主に太中浄水場ゲートボール場

整備費精算負担金によるものでございま

す。 

 目５長期前受金戻入は、前年度に比べ、

１３万円の減額でございます。 

 目６消費税還付金は、前年度に比べ、１，

５０９万５，０００円の減額でございます。 

 目７雑収益は、前年度に比べ、５８万５，

０００円の減額でございます。 

 次に、３８ページ、収益的支出でござい

ます。 

 款１水道事業費用、項１営業費用、目１

原水浄水及び送水費は、前年度に比べ、５，

０９６万２，０００円の減額でございます。 

 これは、主に動力費の減少によるもので

ございます。 

 ４０ページ、目２配水給水費は、前年度

に比べ、７２６万４，０００円の減額でご

ざいます。 

 ４２ページ、目３受託工事費は、前年度

に比べ、１，６３３万２，０００円の減額

でございます。 

 目４業務費は、前年度に比べ、８８１万

円の減額でございます。 

 ４４ページ、目５総係費は、前年度に比

べ、１０３万３，０００円の減額でござい

ます。 

 ４６ページ、目６減価償却費は、前年度

に比べ、８６万５，０００円の増額でござ

います。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱い諸費は、前年度に比べ、４１１万

２，０００円の増額でございます。 

 続きまして、４８ページ、資本的収入で

ございます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は、

前年度に比べ、９，１００万円の減額でご

ざいます。 

 これは、主に施設改修事業債の減少によ

るものでございます。 

 項２、目１工事負担金は、前年度に比べ、

３０万円の増額でございます。 

 次に、５０ページ、資本的支出でござい

ます。 

 款１資本的支出、項１建設改良費、目１

施設改修費は、前年度に比べ、１億２，０

１７万７，０００円の減額でございます。

これは主に施設改修工事の減少によるも

のでございます。 

 目２固定資産取得費は、前年度に比べ、

２，２５７万６，０００円の増額でござい

ます。これは主にマッピングシステムの更

新によるものでございます。 

 目３配水管整備事業費は、前年度に比べ

１，２４０万１，０００円の増額でござい

ます。 

 項２、目１企業債償還金は前年度に比べ、

１，６４２万６，０００円の増額でござい

ます。これは企業債元金償還金の増加によ

るものでございます。 

 項３、目１交付金返還金は、前年度に比

べ３２万７，０００円の減額でございます。 

 以上、議案第２号令和６年度摂津市水道

事業会計予算の補足説明とさせていただ

きます。 

 続きまして、議案第３号令和６年摂津市

下水道事業会計予算につきまして、目を追
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って主なものについて補足説明をさせて

いただきます。 

 予算書８８ページ、令和６年度摂津市下

水道事業会計予算実施計画説明書をご参

照お願いいたします。 

 まず収益的収入でございます。 

 款１下水道事業収益、項１営業収益、目

１下水道使用料は、前年度に比べ１，０２

６万円の減額でございます。 

 目２受託事業収益は、前年度に比べ１億

８，８６９万６，０００円の増額でござい

ます。これは主に、連続立体交差事業に伴

う公共下水道管移設工事の増加によるも

のでございます。 

 目３他会計負担金は、前年度に比べ１，

１５８万５，０００円の減額でございます。 

 目４その他営業収益は、前年度に比べ８

１万１，０００円の増額でございます。 

 項２営業外収益、目１建物物件収益は、

前年度に比べ７９万４，０００円の増額で

ございます。 

 目２他会計負担金は、前年度に比べ２４

５万６，０００円の減額でございます。 

 目３長期前受金戻入は、前年度に比べ２

５９万円の増額でございます。 

 目４雑収益は、前年度に比べ３，１７３

万５，０００円の増額でございます。これ

は主に安威川流域下水道負担金精算返戻

金の増加によるものでございます。 

 次に９０ページ、収益的支出でございま

す。 

 款１下水道事業費用、項１営業費用、目

１管渠費は、前年度に比べ７３７万１，０

００円の減額でございます。 

 目２受託事業費は、前年度に比べ１億８，

３６５万２，０００円の増額でございます。 

 目３普及促進費は、前年度に比べ５万２，

０００円の減額でございます。 

 目４業務費は、前年度に比べ６３０万４，

０００円の増額でございます。 

 ９２ページ、目５総係費は、前年度に比

べ６６７万２，０００円の減額でございま

す。 

 目６流域下水道管理費は、前年度に比べ

５，３１５万４，０００円の減額でござい

ます。これは安威川流域下水道維持管理負

担金の減少によるものでございます。 

 ９４ページ、目７減価償却費は、前年度

に比べ５１８万２，０００円の増額でござ

います。 

 目８資産減耗費は、前年度に比べ皆増で

ございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業

債取扱諸費は、前年度に比べ３，５６０万

７，０００円の減額でございます。これは

企業債利息の減少によるものでございま

す。 

 続きまして、９６ページ、資本的収入で

ございます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は、

前年度に比べ１４億４，６５６万円の増額

でございます。これは主に、資本費平準化

債借換債によるものでございます。 

 項２、目１他会計負担金は、前年度に比

べ２，０４１万円の増額でございます。 

 項３負担金等、目１公債費負担金は、前

年度に比べ３万４，０００円の減額でござ

います。 

 目２受益者負担金は、前年度に比べ２８

６万８，０００円の増額でございます。 

 目３工事負担金は、前年度に比べ７６３

万７，０００円の減額でございます。 

 項４、目１国庫補助金は、前年度に比べ

１，９２０万円の増額でございます。これ

は主に補助対象工事の増加によるもので

ございます。 
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 次に、９８ページ、資本的支出でござい

ます。 

 款１資本的支出、項１建設改良費、目１

公共下水道整備費は、前年度に比べ１億２，

４５８万６，０００円の増額でございます。

これは主に、公共下水道工事の増加による

ものでございます。 

 目２流域下水道整備費は、前年度に比べ

１，５９７万５，０００円の減額でござい

ます。これは安威川流域下水道建設負担金

の減少によるものでございます。 

 目３固定資産取得費は、前年度に比べ４

４５万１，０００円の減額でございます。 

 項２、目１企業債償還金は、前年度に比

べ７億８１１万４，０００円の増額でござ

います。これは企業債元金償還金の増加に

よるものでございます。 

 項３、目１長期貸付金は、前年度に比べ

１４０万円の減額でございます。 

 以上、議案第３号令和６年度摂津市下水

道事業会計予算の補足説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第１０号令和５年度摂

津市水道事業会計補正予算（第２号）につ

きまして、目を追って主なものについて補

足説明をさせていただきます。 

 補正予算書８ページ、令和５年度摂津市

水道事業会計補正予算実施計画説明書を

ご参照願います。 

 まず収益的収入でございます。 

 款１水道事業収益、項１営業収益、目２

受託工事収益は、４，１４９万８，０００

円の減額で、これは公共水道工事などに伴

う給配水管移設工事の減少によるもので

ございます。 

 項２営業外収益、目６消費税還付金は、

１，３７１万８，０００円の減額でござい

ます。 

 次に１０ページ、収益的支出でございま

す。 

 款１水道事業費用、項１営業費用、目１

原水・浄水及び送水費は、４，０００万円

の減額で、これは動力費の減少によるもの

でございます。 

 目２配水給水費は２９９万円の減額で

ございます。 

 目３受託工事費は３，８００万円の減額

でございます。 

 目４業務費は１２７万５，０００円の減

額でございます。 

 目５総係費は、７００万円の減額でござ

います。 

 続きまして、１２ページ、資本的収入で

ございます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は、

２，８００万円の減額でございます。 

 次に、１４ページ、資本的支出でござい

ます。 

 款１資本的支出、項１建設改良費、目１

施設改修費は、４，０００万円の減額でご

ざいます。 

 目２固定資産取得費は４９５万円の減

額でございます。 

 目３配水管整備事業費は５１４万５，０

００円の減額でございます。 

 以上、議案第１０号令和５年度摂津市水

道事業会計補正予算（第２号）の補足説明

とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１１号令和５年度摂

津市下水道事業会計補正予算（第２号）に

つきまして、目を追って主なものについて

補足説明をさせていただきます。 

 補正予算書８ページ、令和５年度摂津市

下水道事業会計補正予算実施計画説明書

をご参照願います。 

 まず、収益的収入でございます。 



- 66 - 

 

 款１下水道事業収益、項１営業収益、目

２受託事業収益は、２５３万５，０００万

円の減額でございます。 

次に１０ページ、収益的支出でございま

す。 

 款１下水道事業費用、項１営業費用、目

２受託事業費は、２４６万８，０００円の

減額でございます。 

 目６流域下水道管理費は、５，５８９万

円の減額で、これは安威川流域下水道維持

管理負担金の減少によるものでございま

す。 

 続きまして、１２ページ、資本的収入で

ございます。 

 款１資本的収入、項１、目１企業債は、

６，３８９万６，０００円の減額で、これ

は、主に公共下水道事業債の減少によるも

のでございます。 

 項４負担金等、目３工事負担金は１，９

２１万３，０００円の減額でございます。 

 項５、目１国庫補助金は６，６７０万円

の減額で、これは補助対象工事費の減少に

よるものでございます。 

 次に、１４ページ、資本的支出でござい

ます。 

 款１資本的支出、項１建設改良費、目１

公共下水道整備費は、１億４，６５４万９，

０００円の減額で、これは主に公共下水道

工事の減少によるものでございます。 

 目２流域下水道整備費は、６１５万６，

０００円の減額でございます。 

 目３固定資産取得費は、２３７万６，０

００円の減額でございます。 

 以上、議案第１１号令和５年度摂津市下

水道事業会計補正予算（第２号）の補足説

明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。西谷委員。 

○西谷知美委員 それでは、令和６年度予

算について質問させていただきます。 

 上下水道ビジョンの中間見直しを行う

ので、三好義治議員の代表質問で上下水道

施策の課題を挙げたものも取り上げつつ、

お聞きします。 

 まず危機管理体制の強化についてです。 

 能登半島で地震が発生し、たくさんの被

害がございました。その中で水道は被害が

大きく、全国の自治体から給水活動、被害

調査の応援に駆けつけられております。摂

津市でも水道施設課から応援に行ってい

ただいたと伺っております。従事された方

には感謝の気持ちをお伝えしたいと思い

ます。 

 災害が発生しますと近隣市からの応援

が必要になってくると思います。これらの

連携について現状どうなっているのかを

１点目とさせていただきます。 

 ２点目、水道と下水道の耐震化です。間

もなく中央配水池２号の耐震化工事が終

わります。水道管及び下水道管の耐震化が

どうなっているかお聞かせください。 

 ３点目、上下水道ビジョンの見直しにつ

いての目的も詳しくお聞かせください。 

 ４点目、全国で被害が起きたときに駆け

つける場合、幾つか備品を持っていかれる

と思います。それに対する備蓄を用意され

ているのか。大きな災害が起きるとその備

蓄品も確保が難しくなり、駆けつける人が

現地の食料とかを奪ってもいけないと思

います。そういった備蓄は対応しているの

か、お聞きします。 

 ５点目、予算書４７ページ、人材育成の

部分です。 

 下水道は９３ページ、職員研修費のとこ

ろです。上下水道事業に関わる技術職の方

にとっては専門的な知識が必須になりま
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す。この内容についてお聞かせください。 

 ６点目、令和６年度、東別府東地区で雨

水管の整備工事がまだ継続していると思

うんです。その内容についてもお聞かせく

ださい。 

 ７点目、毎度聞いております９１ページ、

マンホール蓋の取替えに関してです。マン

ホールカードの現在の進捗、どう活用して

いただいているかについてお聞かせくだ

さい。 

 ８点目、３９ページ、委託料の中に水質

共同検査業務委託料が上がっています。現

状、太中浄水場２号池がＰＦＯＡの水質問

題でストップしていると思うんです。現状

どうなっているのか、今後どう進めていく

のかについてお聞かせください。 

以上です。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 井上課長。 

○井上水道施設課長 １点目の御質問で、

近隣市からの応援、連携についてどのよう

なものがあるのかということでお答えい

たします。近隣各市との連携につきまして

は、上下水道事業相互応援に関する覚書と

いうものを北大阪の各市と締結しており

まして、緊急時には相互に応援給水や、例

えば復旧作業等において必要となる材料

の貸出しといいますか、相互に融通をする

ような形の協定を締結しております。また

大阪市、吹田市、茨木市、高槻市との間で

は配水管相互連絡管維持管理協定という

のを締結しておりまして、これは緊急時に

市をまたいで連絡管路というのを布設し

ております。何か緊急の際に、各市の配水

管とつないでおり、合計９か所ございます

が、この連絡管から隣接事業体の水を受け

ることが可能になっております。 

 このほかに、大阪広域水道震災対策相互

応援協定というのがございまして、大阪広

域水道企業団を含めた応援給水の災害時

の協定も締結しているところでございま

す。 

 続きまして、２点目の御質問の上下水道

の耐震化のうち水道施設についてお答え

いたします。 

 上下水道ビジョン及び水道事業経営戦

略では、口径３００ミリメートル以上の基

幹管路と呼ばれる管路についての耐震化

を掲げておりますが、令和４年度末におき

ましては、３５．８％という値になってお

ります。現在、配水管整備事業において配

水管の更新、耐震化を進めておりますが、

令和６年度では約２．６キロメートルの管

路の更新を予定しておりまして、このうち

基幹管路が２３０メートルほど予定して

おります。基幹管路の耐震化率は、令和６

年度で１％程度の上昇を見込んでいると

ころです。 

 現在の水道事業経営戦略が示す令和１

０年度での目標は４６％でございますが、

これに向けて引き続き配水管の更新、耐震

化を進めているところでございます。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 西谷委員の

１点目の災害時の連携のことについて、下

水道に関わることについてお答えいたし

ます。 

 災害時の広域連携につきましては、水道

と同等に４市１町の北大阪地区において

災害での協定を結んでおります。また、広

域化、共同化という形で大阪府主導の下、

北大阪地区として４市１町で共同化の協

議を重ねております。その中で災害時の連

携ということを議題に挙げておりまして、

災害対応の連携という形で、まずお互いの

ＢＣＰを確認し合ったり、また災害時の備
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蓄している倉庫等を見学するということ

を今年度も実施する予定になっておりま

す。 

 続きまして、２点目の下水道の耐震化に

ついてお答えいたします。 

下水道施設の耐震化につきましては、平

成１８年以降に布設されております管渠

につきましては、全て耐震化が完了してお

ります。全体の割合でいいますと、全体の

管渠の延長が３４７キロメートルありま

して、そのうち耐震化が終わっておるとこ

ろが約３４キロメートルとなっておりま

して、９．８％の耐震化率となっておりま

す。今後につきましては、昨年度、策定し

ました下水道の総合地震対策計画に基づ

きまして、耐震化を進めてまいりたいと思

っております。まずは耐震化をする６キロ

メートルを優先的にするという計画を立

てておりますので、そちらの耐震診断を令

和７年度以降で計画しているところでご

ざいます。以上でございます。 

○村上英明委員長 辻課長。 

○辻経営企画課長 私から３点目の上下

水道ビジョンの見直しの目的に係ります

御質問に御答弁いたします。 

 令和元年に策定いたしました上下水道

ビジョンでございますけれども、策定当初

から３年から５年の間で見直しを行うと

いうことにしておりました。これはやはり

計画期間中にその進捗状況を確認させて

いただきながら、その間に起こった様々な

社会情勢の変化なども反映させました上

で、財政収支見通しの見直しを行うためで

ございます。 

 続きまして、４点目の御質問、災害時の

備蓄品に関することに御答弁いたします。 

 上下水道部では災害時の備蓄といたし

ましては、組立式の給水タンクを１４基の

目標としておりますが、これは全て現在、

備蓄済みでございます。緊急用の給水栓、

連続になってる蛇口、取り付ける蛇口も目

標数１４基で、こちらも備蓄済みです。そ

れから飲料水袋は、目標数６，０００袋、

こちらも備蓄済みです。そして、最後にお

飲みいただく備蓄水なんですけれども、目

標数といたしまして４９０ミリリットル

缶で２万４，０００本、こちらも備蓄済み

でございます。しかし、最後の備蓄水につ

きましては、消費期限がございまして、５

年で消費期限が到来いたしますので、毎年、

順次古いものから、新しいものを買い足す

必要がございます。令和６年度につきまし

ては、３，６００本を購入する予定となっ

てございます。 

 続きまして、５点目、研修のお話でござ

います。水道事業から申し上げます。技術

職、技術継承を念頭に入れた技術職の研修

に限って抽出してお答えをさせていただ

きます。 

 水道事業につきましては、令和６年度は

漏水調査管路保全研修、給水装置研修、ポ

ンプ設備研修、計装設備研修、水質管理研

修、そして酸素欠乏危険作業教育、この辺

りを受講予定です。 

 それから下水道事業につきましては、酸

素欠乏、硫化水素危険作業、主任技術者研

修、それから計画設計、下水道事業の計画

の設定・見直し研修といったものを受講す

る予定となってございます。以上です。 

○村上英明委員長 名古屋参事。 

○名古屋下水道事業課参事 ６点目の東

別府地区の雨水整備についての進捗につ

いてお答えいたします。 

 別府小学校の前の道路から雨水幹線の

到達位置までの雨水管を令和３年度から

整備しております。今年度管渠は、全て完
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成しましてつながっております。この整備

によって、別府小学校東側の住宅地で頻繁

に起こっていた浸水が解消されると見込

んでおります。今年度から発注工事を進め

ております雨水幹線から東側、中環に向け

ての管渠布設も工事を発注してまいりま

す。その後は、中環に向けて管渠を延ばし

ていく予定にしておりまして、来年度でそ

ちらの詳細設計を発注していく予定にし

ております。 

 続きまして、７点目のマンホールカード

の現状につきまして御説明させていただ

きます。 

 令和５年４月２８日から配布を始めま

して、一度目は６月１９日で完了させてい

ただきました。そのときの配布が４，００

０枚になっております。１０月１日から再

度２，０００枚の配布を始めておりまして、

継続して配布しておるところでございま

す。引き続き、令和６年度につきましても

マンホールカードを配布してまいりたい

と考えております。現状、１週間に大体３

０名から５０名の方が取りに来られてお

ります。以上でございます。 

○村上英明委員長 井上課長。 

○井上水道施設課長 それでは８点目の

御質問で、太中浄水場の２号井戸の状況に

ついて答弁いたします。 

 太中浄水場には合計６本の井戸がござ

いますが、御存じのように昨年８月、井戸

ごとのＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの検査を実

施いたしましたところ、２号井戸から暫定

目標値内ではありますけれども、高い値を

示しましたので、現在２号井戸からの取水

を停止しております。この井戸につきまし

ては、引き続き検査を実施しておりました

が、それ以降、上昇、また下がるといった

大きな変化が見られないことから、１０月

末をもって、２号井戸の運転自体を停止し

ております。以後はこの２号井戸の運転を

停止しておりますので、検査を実施してお

りません。引き続き、ほかの各井戸につき

ましては、水質の監視を継続しているとこ

ろです。 

 この２号井戸の再開についてでござい

ますが、そういった横ばいの状況というこ

とで、現時点ではどの段階で再開するかと

いうのはちょっと申し上げられない状況

になっております。少なくともほかの井戸

の値を見ながら下がってくる傾向があれ

ば、改めて２号井戸の水質を検査し、水質

が改善していることが少なくとも再開を

検討していく条件になるのかと考えてお

ります。以上でございます。 

○村上英明委員長 質疑の途中ですが、本

日の委員会はこの程度にとどめ、散会いた

します。 

（午後５時 散会） 
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